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第1 概要等

1 検察庁法及び検察官の俸給等に関する法律の改正概要について

(1) 本改正案の趣旨

他の一般職の国家公務員については､複雑高度化する行政課題に的確に

対応し、質の高い行政サービスを維持していくため、現行定年である60

歳を超える者の能力及び経験を60歳前と同様に本格的に活用すること

が不可欠であることから、定年を引き上げることが必要とされている。

検察官についても、多くの法律、制度の改正が行われ、刑事裁判の様相

が大きく様変わりしているといった複雑高度化する課題がある中で､迅速

かつ適正に犯罪の真相を解明し、処罰すべき者があれば公訴を提起し、そ

の上で適切な科刑を実現するなどの職責を今後も果たしていくためには、

他の国家公務員と同様､現行定年を超える者の能力及び経験を本格的に活

用することが不可欠であることから、他の一般職の国家公務員に倣い、検

察庁法において定められる検察官の定年を65歳へ引き上げるなど所要
の規定の整備を行う。

(2) 本法律案の概要

ア定年の引上げ及び管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組
みの導入

検察官の定年については、検察庁法（昭和22年法律第61号）第

22条において、検事総長は65歳、その他の検察官（次長検事、検

事長検事及び副検事）は63歳に達した時とされているところ、他

の一般職の国家公務員に倣い、検察官の定年を段階的に65歳に引き

上げる。また、他の一般職の国家公務員においては管理監督職勤務上

限年齢制が導入されるところ、組織の新陳代謝を確保し、その活力を

維持するという管理監督職勤務上限年齢制の趣旨は検察官にも妥当す

ることから、次長検事及び検事長については、現行の定年である63

歳で検事に任命するとともに、 63歳に達した者を次長検事又は検事

長に任命することができないものとし、検事正及び上席検察官につい

ては、 これに充てる検事から63歳に達した者を除くこととする。

イ現行定年後の俸給減額

他の一般職の国家公務員については、定年の引上げに伴い、現行の

定年後の俸給につき、現行定年に達した日以後における最初の4月1
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日以後、その者の受ける号俸の俸給月額に100分の70を乗じて得

た額とされることなどが予定されている。検察官の俸給については、

他の一般職の国家公務員の俸給を定めた一般職の職員の給与に関する

法律（昭和25年法律第95号） とは別に検察官の俸給等に関する法

律（昭和23年法律第76号）が制定されているが、検察官について

も、他の一般職の国家公務員と定年の引上げの趣旨を同じくするもの

であるから、現行定年後の俸給月額を他の一般職の国家公務員の制度
を参考として同様に減額する。

(帥本改正案の主な改正内容

本改正案における主な改正内容は、 以下のとおり。

①検察官の定年引上げ（検察庁法第22条第1項関係）

検察官の定年を65歳に引き上げる （既に定年が65 歳である検事
総長を除く。)。

②管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みの導入(検察庁法

第9条第1項､第10条第1項､第20条第2項､第22条第2項関係)
次長検事及び検事長について、 63歳に達した者を検事に任命する

とともに、 63歳に達した者を次長検事又は検事長に任命するごとが

できないものとする （検察庁法第20条第2項、第22条第2項)。

検事正及び上席検察官について、 これに充てる検事から63歳に達

した者を除く （検察庁法第9条第1項、第10条第1項)。

③現行定年後の検察官の俸給減額(検察官の俸給等に関する法律附則第
5条関係）

現行の定年である63歳に達した検察官（検事総長を除く。）につい

ては、定年に達した日の翌日に適用される俸給月額の100分の70
を乗じた額を支給する。

これに加え、次長検事及び検事長が63歳に達したことにより検事

に任命された場合には、次長検事及び検事長であったときの俸給月額
の100分の70を乗じた額との差額を支給する。

(4) 施行期日

改正される国家公務員法等の施行期日に倣い、令和3年4月1日とす
る。
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2検察官に適用される任用、給与等に関する法律について

(1) 国家公務員法と検察庁法との関係

一般職の国家公務員である検察官については、国家公務員法（昭和2

2年法律第120号）が適用されるが、国家公務員法附則第13条は、

一般職に属する職員に関し、その職務と責任の特殊性に基づいて、国家

公務員法の特例を要する場合においては、別に法律等をもって規定する

ことができると定めている。

そして、検察官については、検察庁法（昭和22年法律第61号）第1

5条、第18条から第20条まで、第22条から第25条までの規定が、

国家公務員法の特例として検察庁法第32条の2に明示されている。これ

は、検察官は、行政官庁たる各省大臣を組織の内部にあって補佐する立場

にある多くの他の一般職の国家公務員とは異なり､各人が法務大臣から独

立した行政官庁として検察事務を遂行するという職務の特殊性を有して

おり、また、いわば「準司法官」として裁判官との権衡を考盧する必要が

あるため、検察庁法において、検察官の任命や定年等について、国家公務

員法の特例が規定されているとされる（森園幸男ほか編｢逐条国家公務員

法」 （全訂版） 1232頁)。

そのため、検察官については、検察庁法において定められた特例は、検

察庁法が適用され、それ以外は、国家公務員法が適用される。

(2) 一般職の職員の給与に関する法律と検察官の俸給等に関する法律との
関係

一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号。以下「一

般職給与法」 という。）は、一般職に属する職員の給与に関する事項を定

めているところ、一般職給与法第1条第1項は、 「この法律は、別に法律

で定めるものを除き、国家公務員法（中略）第六十四条第一項に規定する

給与に関する法律として､国家公務員法第二条に規定する一般職に属する

職員（中略）の給与に関する事項を定めることを目的とする｡」 と定めて
いる。

検察官は一般職の国家公務員であるものの、司法権の発動を促し、その

適正円滑な運営を図るという準司法的性格を有するものであることから、

一般職給与法は適用されず、その俸給については、検察庁法第21条によ

り別に法律で定めることとされ、一般職給与法第1条第1項の「別に法律

で定めるもの」として、検察官の俸給等に関する法律（以下「検察官俸給

法」 という。）が制定され、独自の給与体系が設けられている。そして、
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検察官俸給法は、検察官の給与に関し、検察官を官又は号等で区分した上

で、特別職の職員の給与に関する法律（昭和24年法律第252号）第1

条第1号から第42号までに掲げる者又は一般職給与法による指定職俸

給表の適用を受ける職員若しくは一般官吏の例によることを基本としつ

つ､俸給額を独自に定めるとともに手当の支給に関する特別の規定を置く

などしている。

なお､国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)については、

検察官に適用され､検察官についても同法に基づいて退職手当が支給され

る。

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

第十五条検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天
皇が、 これを認証する。

②検事は、一級又は二級とし、副検事は、二級とする。

第十八条二級の検察官の任命及び叙級は、左の資格の一を有する者に就いてこれを行
う。

－司法修習生の修習を終えた者

二裁判官の職に在った者

三三年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職に在った者

②副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者で政令で定
める審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機
関をいう｡）の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。

一裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）第六十六条第一項の試験に合格した者
二三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在った者

③三年以上副検事の職に在って政令で定める考試を経た者は、第一項の規定にかかわ
らず、これを二級の検事に任命及び叙級することができる。

第十九条一級の検察官の任命及び叙級は、次の各号に掲げる資格のいずれかを有する
者についてこれを行う。

一八年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事又は弁護士の職に在った者

二最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官又は判事の職に在った者
三前条第一項第一号又は第三号の資格を得た後八年以上法務省の事務次官、最高裁
判所事務総長若しくは裁判所調査官又は二級以上の法務事務官、法務教官、裁判所
事務官、司法研修所教官若しくは裁判所職員総合研修所教官の職に在った者

四前条第一項第一号又は第三号の資格を有し一年以上一級官吏の職に在った者
②前項第一号及び第三号に規定する各職の在職年数は、 これを通算する。
③前条第三項の規定により検事に任命された者は、第一項第三号及び第四号の規定の
適用については、 これを同条第一項第一号の資格を有する者とみなす。

第二十条他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者の
外、左の各号の一に該当する者は、 これを検察官に任命することができない。
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一禁銅以上の刑に処せられた者

二弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

第二十一条検察官の受ける俸給については、別に法律でこれを定める。

第二十二条検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十
三年に達した時に退官する。

第二十三条検察官が心身の故障職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執る

に適しないときは、検事総長、次長検事及び検事長については、検察官適格審査会の

議決及び法務大臣の勧告を経て、検事及び副検事については、検察官適格審査会の議
決を経て、その官を免ずることができる。

②検察官は、左の場合に、その適格に関し、検察官適格審査会の審査に付される。
一すべての検察官について三年ごとに定時審査を行う場合

二法務大臣の請求により各検察官について随時審査を行う場合

三職権で各検察官について随時審査を行う場合

③検察官適格審査会は、検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りそ
の職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務大臣に通知しなければな

らない。法務大臣は、検察官適格審査会から検察官がその職務を執るに適しない旨の
議決の通知のあった場合において、その議決を相当と認めるときは、検事総長、次長
検事及び検事長については、当該検察官の罷免の勧告を行い、検事及び副検事につい
ては、 これを罷免しなければならない。

④検察官適格審査会は、法務省に置かれるものとし、国会議員、裁判官、弁護士、 日
本学士院会員及び学識経験者の中から選任された十一人の委員をもってこれを組織す
る。ただし、委員となる国会議員は、衆議院議員四人及び参議院議員二人とし、それ
ぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。

⑤検察官適格審査会に、委員一名につきそれぞれ一名の予備委員を置く。

⑥各委員の予備委員は、それぞれその委員と同一の資格のある者の中から、 これを選
任する。但し、予備委員となる国会議員は、それぞれ衆議院及び参議院においてこれ
を選出する。

⑦委員に事故のあるとき、又は委員が欠けたときは、その予備委員が、その職務を行
う。

⑧前七項に規定するものの外、検察官適格審査会に関する事項は、政令でこれを定め
る。

第二十四条検事長、検事又は副検事が検察庁の廃止その他の事由に因り剰員となった

ときは、法務大臣は、その検事長、検事又は副検事に俸給の半額を給して欠位を待た
せることができる。

第二十五条検察官は、前三条の場合を除いては、その意思に反して、その官を失い、
職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。但し、懲戒処分による場合は、
この限りでない。

○国家公務員法（昭和22年法律第120号）
附則

第十三条一般職に属する職員に関し、その職務と責任の特殊性に基いて、 この法律の
特例を要する場合においては、別に法律又は人事院規則（人事院の所掌する事項以外
の事項については、政令）を以て、これを規定することができる。但し、その特例は、
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この法律第一条の精神に反するものであってはならない。

第六十三条職員の給与は、別に定める法律に基づいてなされ、 これに基づかずには、

いかなる金銭又は有価物も支給することはできない。

第六十四条前条に規定する法律（以下「給与に関する法律」 という｡）には、俸給表が

規定されなければならない。

②俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮し

て定められ、かつ、等級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。

○一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号）

第一条この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法（昭和二十二年法律

第百二十号）第六十四条第一項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第

二条に規定する一般職に属する職員（以下「職員」 という｡）の給与に関する事項を定

めることを目的とする。

2 （略）

国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）

第二条この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員
（国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第八十一条の四第一項又は第八十一

条の五第一項の規定により採用された者及びこれらに準ずる他の法令の規定により採

用された者並びに独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第四項に規

定する行政執行法人（以下「行政執行法人」 という。 ）の役員を除く。以下「職員」

という。 ）が退職した場合に、その者（死亡による退職の場合には、その遺族）に支
給する。

2職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、
職員とみなして、 この法律の規定を適用する。

○
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第2逐条

1 検察庁法第9条の改正について

○改正後の検察庁法第9条

一級の検事（年齢が六十第九条各地方検察庁に検事正各一人を置き、

三年に達した者を除く。）をもって充てる。

②検事正は、庁務を掌理し、かつ、その庁及びその庁の対応する裁判
一

所の管轄区域内に在る区検察庁の職員を指揮監督する。

(1) 概要

一般職の国家公務員において導入される管理監督職勤務上限年齢制

の趣旨を踏まえた仕組みとして、現在の定年である63歳に達した検

事について検事正に充てることができる者から除くこととする。

(参考1）検察官及び「官」と「職」について

検察庁法上、検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事

とされ（検察庁法第3条、第22条)、これらは、いずれも官名であるとさ

れている（伊藤栄樹著「新版検察庁法逐条解説」31頁)。そして、他の

一般職の国家公務員については、 「官」と「職」の区別を廃し、 「官職」とされ

ている（国家公務員法第34条）のに対し、検察庁法第16条が「検事長、

検事及び副検事の職は、法務大臣が、これを補する。副検事は、区検察庁の検

察官の職のみにこれを補するものとする｡」と定めるように、検察官について

は、検察庁法上、 「官」と「職」の概念が維持され、 「官」への任官行為と「職」

への補職行為が行われる（－官一職である検事総長及び次長検事を除く。)。

したがって、検察官については、他の一般職の国家公務員における「官職」

の概念は採用されておらず（仮に用いられることがあっても「官」と「職」の

総称として用いられるにすぎず他の一般職の国家公務員の場合におけるそれ

とは意味内容が異なる｡)、例えば、地方検察庁の長とされる「検事正」 （検察

庁法第9条）は、官名ではなく、検事をもって充てられる職名である（同条第

1項)。

(参考2）検事正について

検事正は、全国SOか所の地方裁判所に対応して置かれる地方検察庁に

各1人ずつ置かれ、それぞれ地方検察庁の庁務を掌理し、かつ、その庁及
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びその庁の対応する裁判所の管轄区域内にある区検察庁の職員を指揮監督

するものであって（検察庁法第9条第2項)、検事総長（検察庁法第7条第

1項）や検事長（検察庁法第8条第1項）のように「庁の長」であるとの

明文はないものの､地方検察庁の長であることは明らかであるとされる(伊

藤栄樹著「新版検察庁法逐条解説」 60頁)。

(参考3）検察官の「級」について

検察庁法第9条第1項において、検事正は、 「一級の検事」を充てること

とされているように、検察庁法においては、 「級」の概念が存在し、検事総

長、次長検事及び検事長は一級、検事は一級又は二級、副検事は二級とさ

れ（検察庁法第9条第1項、第15条)、一級の検察官と二級の検察官は、

それぞれ別に任命資格が定められている（検察庁法第1B条、第19条)。
これは、検察庁法制定当時に施行されていた「官吏任用叙級令」 （昭和2

1年勅令第190号）第1条において、「親任式ヲ以テ任ズル官ヲ除クノ外

官ヲ分チテー級、二級及三級トス」と規定されていたことから、この区分
に対応して置かれたものであるところ、その後、昭和25年の人事院規則
S-1 (職員の任用及び叙級）の一部改正においても、 「官の級別は、廃止

する。但し、特別職に属する官、裁判所の職員の官及び特に法律の規定に
より官の各級別に応じてそれぞれ任用及び叙級の資格が定められている官
の級別は、なお、従前の例による」ものとされたことから、例外的に存続
することとなったものである。

しかしながら、昭和2フ年6月1日、人事院規則S-22(職員の任免）
の施行に伴い、人事院規則S-1 (職員の任用及び叙級）が廃止されるこ
ととなったことから、公務員の叙級の制度は全面的に廃止された。

そのため、現在、検察庁法における「級」については、検察庁法第18

条、第19条との関係において、検察官の任命資格を明らかにする意味の
みを有し、同法第9条第1項が検事正は一級の検事をもって充てる旨定め
ていることは、同法第19条と相まって、検事正となるためには、一定の

経験年数ないし経歴を要することを明らかにしている点において実質的な
意味があるとされている（伊藤栄樹著「新版検察庁法逐条解説」61，
62， 1 15頁)。

(2) 改正の趣旨及び内容

ア管理監督職勤務上限年齢制を検察官に導入できない理由について

一般職の国家公務員については、定年を65歳まで延長しつつ、組

織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するため、管理監督職勤務上
限年齢制を導入することとし、その年齢は現行の定年年齢とされてい
る。

かかる議論は、検察官にも基本的に妥当するが、他方、検察官につ

いては、検察庁法第4条及び第6条により、全ての検察官が、刑事に

ついて、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行

を監督し、いかなる犯罪についても捜査をすることができる（これら

の権限は「検察権」 と呼ばれ、検察庁法第4条及び第6条に規定する

検察官の事務は「検察事務」 と呼ばれる。） とされ、 このような検察
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権については、個々の検察官に属するものであって、法務大臣等が有

する権限を個々の検察官が分掌するものではないから、他の一般職の

国家公務員と異なり、検察官ごとに有する検察権の内容、程度が異な

るということはない。

そのため、他の一般職の国家公務員において採用されている職制上

の段階（国家公務員法第34条）は採用されておらず、職制上の段階

を前提とした「降任」は観念し得ない（例えば、検事正からいわゆる

「平検事」に異動する場合であっても「降任」ではない｡)。

また、他の一般職の国家公務員の職務が「複雑、困難及び責任の度

に基づき、 これを俸給表に定める職務の級（指定職俸給表の適用を受

ける職員にあっては、同表に定める号俸）に分類する」 とされている

（一般職給与法第6条第3項）のに対し、検察官については、前記の

とおり、職制上の段階という概念がないことから、検察官の俸給を定

める検察官俸給法において、職務の級の定めはなく、号俸のみが定め

られた独自の俸給表が設けられ、その号俸は検事正といった一定の職

と結びついていないため、降給を伴う 「転任」 も観念し得ない（例え

ば、検事正であることと号俸は連動することとはされておらず、検事

正からいわゆる 「平検事」に異動した場合でも、降給を伴わない｡）。

よって、検察官については転任（配置換え）に伴う降給も観念し得な
い。

したがって、検察官については、今回導入される管理監督職勤務上

限年齢制のように、一定の級や号俸と結びついた対象官職から、それ

以外の官職への降任や他の一般職の国家公務員と同じ意味での降給

を伴う転任がそもそも観念し得ず、他の一般職の国家公務員の場合と

同様の管理監督職勤務上限年齢制を導入することは制度上できない。

イ検察官についても管理監督職勤務上限年齢制を踏まえた仕組みを導

入することについて

一般職の国家公務員については、定年を65歳まで延長しつつ、組

織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するため、管理監督職勤務上

限年齢制を導入することとされており、かかる議論は、検察官にも基

本的に妥当するところ、前記のとおり、検事正は地方検察庁の長であ

って、組織の新陳代謝を確保し、その活力を維持するという管理監督

職勤務上限年齢制の趣旨がまさに妥当することから、その趣旨を踏ま

えた仕組みを実現するため、検事である検事正につき、現在の定年で

ある63歳に達した者を除くこととする。

ウ検察庁法第9条第1項を改正し「検事（年齢が63歳に達した者を

除く。)」 と規定する理由
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一般職の国家公務員における管理監督職勤務上限年齢制について

定めた改正国家公務員法第81条の2第1項においては、 「任命権者

は、管理監督職（中略）を占める職員でその占める管理監督職にかか

る管理監督職勤務上限年齢に達しているものについて、当該管理監督

職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月

一日までの間（以下「異動期間」 という。）に、管理監督職以外の官

職又は当該管理監督職にかかる管理監督職勤務上限年齢が当該職員

の年齢を超える管理監督職（中略）への降任又は転任（降給を伴うも

のに限る｡）をするものとする。 （後略)」 と規定されるが、検察官に

ついては、 「官職」の概念がなく、降任又は降給を伴う転任も観念し

得ない上、検事正についてはあくまで検事が補職されるものにすぎな

いことから、 このような規定を設けることは困難である。

そのため、検事正について、管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏

まえた仕組みを導入するためには、補職要件として年齢制限を規定す

ることが相当である。

そして、検事正についての補職要件を規定した条文は、検察庁法第

9条第1項であることから、同項を改正することとする。

具体的な規定ぶりについては、補職要件を満たさない者は当然に検

事正となることができなくなるため、 「一級の検事（年齢が63年に

達した者を除く。)」 と規定することにより、年齢63歳に達した者は

検事正の「職」を失うこととなり、また、年齢が63歳に達した者に

ついては検事正に補職し得なくなるため、他の一般職の国家公務員に

おける管理監督職勤務上限年齢制のように検事正から外す規定と検

事正への補職を制限する規定の双方を設ける必要はない。

また、一定の年齢に達した場合に例外的に降任等される管理監督職

勤務上限年齢制の趣旨からすれば、 63歳に達しないことを積極的な

補職要件とするのは相当ではなく、消極的要件として定められるべき

ものと考えられ、その趣旨を表すため、 「検事（年齢が63年に達し

た者を除く）」 と規定する。

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

第三条検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。

第四条検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、

且つ、裁判の執行を監督し、又､裁判所の権限に属するその他の事項についても
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職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益

の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。

第六条検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。

②検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定め

るところによる。

第七条検事総長は、最高検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、すべての検察

庁の職員を指揮監督する。

②次長検事は、最高検察庁に属し、検事総長を補佐し、又、検事総長に事故のあ

るとき、又は検事総長が欠けたときは、その職務を行う。

第八条検事長は、高等検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、その庁並びにそ

の庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る地方検察庁及び区検察庁の職員を指揮

監督する。

第九条各地方検察庁に検事正各一人を置き、一級の検事を以てこれに充てる。

②検事正は、庁務を掌理し、且つ、その庁及びその庁の対応する裁判所の管轄区

域内に在る区検察庁の職員を指揮監督する。

第十六条検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、 これを補する。

②副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。

第二十二条検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三

年に達した時に退官する。

○国家公務員法（昭和22年法律第120号）

第三十四条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

一採用職員以外の者を官職に任命すること （臨時的任用を除く。）をいう。

二昇任職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属す

る官職に任命することをいう。

三降任職員をその職員が現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属す

る官職に任命することをいう。

四転任職員をその職員が現に任命されている官職以外の官職に任命することであ

って前二号に定めるものに該当しないものをいう。

五標準職務遂行能力職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮する

ことが求められる能力として内閣総理大臣が定めるものをいう。

六幹部職員内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第五十条若しくは国家行

政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官若しくは

同法第二十一条第一項に規定する局長若しくは部長の官職又はこれらの官職に準ず

る官職であって政令で定めるもの（以下「幹部職」 という。）を占める職員をいう。

七管理職員国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長の官職

又はこれらの官職に準ずる官職であって政令で定めるもの(以下｢管理職」という｡）

を占める職員をいう。

②前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、課長補佐、課長その他の官職とし、職制

上の段階及び職務の種類に応じ、政令で定める。

○一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号）

Ⅷ



第六条 （略）

2 （略）

3職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級

（指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては、同表に定める号俸）に分類するものと

し、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。

’
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2検察庁法第10条の改正について

○改正後の検察庁法第10条

■■
第十条二人以上の検事又は検事及び副検事の属する各区検察庁に上席

検察官各一人を置き、 検事（年齢が六十三年に達した者を除く。）をも

って充てる。

②上席検察官の置かれた各区検察庁においては、その庁の上席検察官

が、その他の各区検察庁においては、その庁に属する検事又は副検事

（副検事が二人以上あるときは、検事正の指定する副検事）が庁務を

掌理し、かつ、その庁の職員を指揮監督する。

(1) 概要

一般職の国家公務員において導入される管理監督職勤務上限年齢制の

趣旨を踏まえた仕組みとして、現在の定年である63歳に達した検事に
ついて上席検察官に充てることができる者から除くこととする。

（参考）上席検察官について

上席検察官は、検事正と同様に検事が充てられる職であり （検察庁法第10

条第1項)、全国438か所の簡易裁判所に対応して置かれる区検察庁の庁務

を掌理し、その庁の職員を指揮監督する（同条第2項)。

このような上席検察官は、 2人以上の検事又は検事及び副検事の属する各区

検察庁に1名置かれることとされ、それ以外の各区検察庁においては、その庁

に属する検事又は副検事（副検事が2人以上あるときは、検事正の指定する副

検事）が庁務を掌理し、かつ、その庁の職員を指揮監督することとされている。

すなわち、現行法においては、

○複数の検事が勤務する庁においては、そのうち1名の検事が上席検察官

○複数の検事と1人の副検事とが勤務する庁においては、そのうち1名の検

事が上席検察官

○複数の検事と複数の副検事とが勤務する庁においては、そのうち1名の検

事が上席検察官

○ 1人の検事と1人の副検事とが勤務する庁においては、その1名の検事が

上席検察官

○ 1人の検事と複数の副検事とが勤務する庁においては、その1名の検事が

上席検察官

として置かれることとなり、
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○ 1人の検事が勤務する庁においては、その1人の検事が庁務を掌理し、そ

の庁の職員を指揮監督する

○ 1人の副検事が勤務する庁においては、その1人の副検事が庁務を掌理し、

その庁の職員を指揮監督する

○複数の副検事が勤務する庁については、そのうちの検事正が指定する1人

の副検事が庁務を掌理し、その庁の職員を指揮監督する

こととなる（伊藤栄樹著「新版検察庁法逐条解説」 64頁)。

(2) 改正の趣旨及び内容

ア上席検察官に充てる検事から63歳に達した者を除くことについて

前記のとおり、検察官については、一般職の国家公務員の場合と同様

の管理監督職勤務上限年齢制を導入することは制度上できない。

もっとも、上席検察官は、 2人以上の検事又は検事及び副検事が属す

る区検察庁に置くこととされ、その庁務を掌理し、その庁の職員を指揮

監督する「職」であることからすれば、組織の新陳代謝を確保し、その

活力を維持するという管理監督職勤務上限年齢制の趣旨が妥当し､その

趣旨を踏まえた仕組みを実現するため、検事正と同様に、上席検察官に

充てる検事から63歳に達した者を除くこととする。

． なお、上席検察官については、検事正とは異なり、法律上、一級の検

事に限定されないものであるものの､複数の検事又は検事及び副検事が

属する区検察庁において、中堅検事の能力の伸長に適した時期に上席検

察官として他の検察官を含めた職員を指揮監督させる経験を積ませて

育成を行うことにつながるものでもあることから､組織の新陳代謝を確

保し､その活力を維持するという管理監督職勤務上限年齢制の趣旨が妥

当する。

イ改正後の検察庁法第10条第1項、第2項の適用関係について

検察庁法第10条第1項により、2人以上の検事又は検事及び副検事

の属する各区検察庁においては、上席検察官各1人を置くこととされ、

検事をもってこれに充てることとされている。なお、検察庁法第10条

第1項は、2人以上の検事又は検事及び副検事の属する各区検察庁にお

いては､上席検察官各1名を置くことを法律上求めているものと解され

る。なぜなら、検察庁法第10条第2項は、上席検察官が置かれていな

い「その他の各区検察庁」においては、 「その庁に属する検事又は副検

事（副検事が二人以上あるときは、検事正の指定する副検事）が庁務を

掌理し、かつ、その庁の職員を指揮監督する。」 と規定しており、検事
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が二人以上あるときに検事正が庁務掌理検察官を指名することについ

ては規定していないところ、これは、検事が2名以上あるときは、同条

第1項により上席検察官が必ず置かれることを前提としていると解さ

れるからである。

そして、検察庁法第10条第1項の改正後は、上席検察官を置くこと

とされている各区検察庁においては､検事をもってこれに充てることと

することは変わらないものの、上席検察官に充てられる検事は、年齢が

63年に達していない者であることが求められることから、2人以上の

検事又は検事及び副検事の属する各区検察庁においては､上席検察官に

充てるため、法律上、年齢が63歳に達しない検事を配置することが求

められることとなる。

すなわち、例えば、 62歳の検事と50歳の副検事が属する区検察庁

においては、上席検察官である当該検事が63歳に達したときに、 63

歳に達していない検事を配置して新たに上席検察官に充てることなど

が必要となる。また、例えば62歳の検事と58歳の検事が属する区検

察庁において、 62歳の検事が上席検察官である場合は、当該検事が6

3歳に達したときに、58歳の検事を新たに上席検察官に充てることが

必要となる。

このことは､改正後の検察庁法第10条第1項と同様の規定である改

正後の第9条第1項により、地方検察庁では、検事正に充てることがで

きる63歳に達しない一級の検事を配置することが求められることと

同様である（検察庁法第10条には第2項が置かれているが、まずは同

条第1項が適用されて63歳に達しない検事を配置することが求めら

れることに変わりはない｡)。

したがって、63歳に達した者を上席検察官に充てる検事から除く本

改正により、上席検察官に充てられる検事以外の「2人以上の検事又は

検事及び副検事」 （検察庁法第10条第1項）の年齢については特段問

題とならないことから、検察庁法第10条第1項の法文上、これらの年

齢を限定する必要はない。

また、上席検察官が置かれない場合に区検察庁の庁務を掌理し、職員

を指揮監督する検察官が置かれる場面は改正前と同様となり、同検察官

については前記のとおり、63歳に達した者を除くこととはしないため、

検察庁法第10条第2項の適用関係にも変更はなく、法文上の手当も不

要である。
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ウ上席検察官と上席検察官の置かれない各区検察庁の庁務を掌理し、そ

の庁の職員を指揮監督する検察官との違いについて

上席検察官と上席検察官の置かれない各区検察庁の庁務を掌理し､そ

の庁の職員を指揮監督する検察官は、その権限において違いはない。し

かしながら、前者については、 2人以上の検事又は検事及び副検事の属

する庁に置かれ､他の検事を含めた検察官を指揮監督し得る立場にある

上､後者はあくまで上席検察官が置かれていない場合の事務分担である

にすぎないため､単なる事務分担を対象官職とはしない管理監督職勤務

上限年齢制とも整合しない。

したがって､前者については管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏ま

えた仕組みを導入して63歳に達した者を除くこととするが､後者につ

いては、そのような仕組みを導入しない。

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

第七条検事総長は、最高検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、すべての検察

庁の職員を指揮監督する。

②次長検事は、最高検察庁に属し、検事総長を補佐し、又、検事総長に事故のあ

るとき、又は検事総長が欠けたときは、その職務を行う。

第八条検事長は、高等検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、その庁並びにそ

の庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る地方検察庁及び区検察庁の職員を指揮

監督する。

第九条各地方検察庁に検事正各一人を置き、一級の検事を以てこれに充てる。

②検事正は、庁務を掌理し、且つ、その庁及びその庁の対応する裁判所の管轄区

域内に在る区検察庁の職員を指揮監督する。

第十条二人以上の検事又は検事及び副検事の属する各区検察庁に上席検察官各一

人を置き、検事を以てこれに充てる。

②上席検察官の置かれた各区検察庁においては、その庁の上席検察官が、その他

の各区検察庁においては、その庁に属する検事又は副検事（副検事が二人以上あ

るときは、検事正の指定する副検事）が庁務を掌理し、且つ、その庁の職員を指

揮監督する。

第十六条検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、 これを補する。

②副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。

16



3検察庁法第20条の改正について

○改正後の検察庁法第20条（第2項新設）
一一一＝－－－一一一一一～÷一＝－ー陽一

～ｰ－－－－－－

第二十条他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることが

に該当する者は、検察官に任命できない者のほか、次の各号のいずれか

することができない。

一禁鋼以上の刑に処せられた者

二弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

②前項の規宗により検察官に任命するこ規定により検察官に任命することができない者のほか、 年齢が
｜

’ 六十三年に達した者は､次長検事又は検事長に任命することができない。

’
＝一－＝－ 一一一P~一ー－－－－ 一 一一一一』

(1) 概要

次長検事及び検事長については、一般職の国家公務員において導入され

る管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みを実現するため、

改正検察庁法第22条第2項において、現行の定年である63歳に達し

たときは、 63歳に達した日の翌日に、検事に任命されるものとすると

ころ、 63歳に達した者については、次長検事又は検事長に任命するこ

とができないこととする。

(2) 改正の趣旨及び内容

ア 63歳に達した次長検事及び検事長につき、管理監督職勤務上限年

齢制の趣旨を踏まえた仕組みを導入することについて

一般職の国家公務員については、定年を65歳まで延長しつつ、新

陳代謝を確保し、組織活力を維持するため、管理監督職勤務上限年齢

制を導入することとし、その年齢は原則として現行の定年年齢とされ

ている。

かかる議論は、検察官である次長検事及び検事長にも基本的に妥当

し、その趣旨を踏まえ、現行の定年年齢である63歳に達したときに

検事とする仕組みを導入する。

ただし、他の一般職の国家公務員については、 「官」 と 「職」の区別を

廃し、 「官職」 とされている （国家公務員法第34条）のに対し、検察官

については、検察庁法第3条において「検察官は、検事総長、次長検事、

検事長、検事及び副検事とする｡」 とされた上で、同法第16条において

「検事長､検事及び副検事の職は､法務大臣が、これを補する。副検事は、

区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする｡」 と定められるよ
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うに、検察庁法上、 「官」と「職」の概念が維持され、 「官」への任命と「職」

への補職が行われており、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事

はそれぞれ別の「官」 としてその任免や任用資格が定められている（検察

庁法15条、第18条、第19条)。

そのため、検察官相互において、 「官」が異なる人事異動が行われる場

合（例えば、検事を検事長とする場合など）には、改めて新たな「官」に

任命することとなる（－官一職である検事総長及び次長検事を除き、更に

補職が行われる（検察庁法第16条第1項)｡)。

そこで、次長検事及び検事長につき、他の一般職の国家公務員に導入さ

れる管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みを実現し、現行定

年である63歳に達した次長検事及び検事長を検事とするためには、 「職」

である検事正及び上席検察官の場合とは異なり、改めて別の官である検事
に任命する必要がある。

したがって、次長検事及び検事長については、現行の定年である63歳

に達したときは、 63歳に達した日の翌日に、検事に任命されるものとす
る。

イ検察庁法第20条第2項を新設する趣旨について

改正国家公務員法は、第81条の2において、管理監督職勤務上限年齢

による降任等について定めつつ、第81条の3において、管理監督職上限

年齢に達している者につき、異動期間の末日の翌日 （他の官職への降任等

をされた職員にあっては当該他の官職への降任等をされた日）以後、当該

管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができないこと
とする。

検察官についても、管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえ、改正国

家公務員法第81条の3の規定と同様に、63歳に達した者を次長検事又
は検事長に任命することができないこととする。

なお、他の一般職の国家公務員については、 「管理監督職に採用し、昇

任し、降任し、又は転任することができない」とするところ、検察官につ

いては､次長検事又は検事長とされるには､検察庁法第15条1項により、

内閣の任命が必要とされていることから、 「任命することができない」 と
定めることで足りる。

また、改正国家公務員法第81条の3は、異動期間の末日の翌日 （他の

官職への降任等をされた職員にあっては､当該他の官職への降任等をされ

た日）以後に管理監督職に採用等をすることができないとしているが、改

正検察庁法第22条第2項は、 「次長検事及び検事長は、年齢が63年に
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達したときは､63年に達した日の翌日に､検事に任命されるものとする｡」

と定め、誕生日を基準として検事に任命されることとしており、異動期間

を設定せず誕生日を基準日とする。その上で、改正検察庁法第22条第2

項において定める「年齢が63年に達した者」とは、誕生日前日の終了時

点を迎えた者を指すことから、それ以後、次長検事及び検事長に任命する

ことができないこととすれば足りる。

ウ検察庁法第20条第2項において定める理由について

改正検察庁法第20条第2項は､一定の年齢をもって次長検事及び検事

長という一定の｢官｣に任命することができないとする規定であるところ、

現行の検察庁法第20条は､一定の者を検察官に任命することができない

ことを定める規定であり、検察庁法の体系上、同条第2項に置くのが相当

である。

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

第三条検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び畠'l検事とする。

第四条検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、

且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても

職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益

の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。

第六条検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。

②検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定め

るところによる。

第七条検事総長は、最高検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、すべての検察

庁の職員を指揮監督する。

②次長検事は、最高検察庁に属し、検事総長を補佐し、又、検事総長に事故のあ

るとき、又は検事総長が欠けたときは、その職務を行う。

第八条検事長は、高等検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、その庁並びにそ

の庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る地方検察庁及び区検察庁の職員を指揮

監督する。

第十五条検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、

天皇が、 これを認証する。

② （略）

第十六条検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、 これを補する。

②副検事は､区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。

第十八条二級の検察官の任命及び叙級は､左の資格の一を有する者に就いてこれを行う。

一司法修習生の修習を終えた者
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二裁判官の職に在った者

三三年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職に在った者

②畠ll検事は、前項の規定にかかわらず､次の各号のいずれかに該当する者で政令で定め

る審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関を

いう｡）の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。

一裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）第六十六条第一項の試験に合格した者

二三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在った者

③三年以上副検事の職に在って政令で定める考試を経た者は､第一項の規定にかかわら

ず、 これを二級の検事に任命及び叙級することができる。

第十九条一級の検察官の任命及び叙級は､次の各号に掲げる資格のいずれかを有する者

についてこれを行う。

一八年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事又は弁護士の職に在った者

二最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官又は判事の職に在った者

三前条第一項第一号又は第三号の資格を得た後八年以上法務省の事務次官、最高裁

判所事務総長若しくは裁判所調査官又は二級以上の法務事務官、法務教官、裁判所

事務官、司法研修所教官若しくは裁判所職員総合研修所教官の職に在った者

四前条第一項第一号又は第三号の資格を有し一年以上一級官吏の職に在った者

②前項第一号及び第三号に規定する各職の在職年数は、 これを通算する。

③前条第三項の規定により検事に任命された者は､第一項第三号及び第四号の規定の適

用については、 これを同条第一項第一号の資格を有する者とみなす。

第二十条他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者の

外、左の各号の一に該当する者は、 これを検察官に任命することができない。

一禁銅以上の刑に処せられた者

二弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

○国家公務員法（昭和22年法律第120号）

第三十四条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

一採用職員以外の者を官職に任命すること （臨時的任用を除く。）をいう。

二昇任職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属す

る官職に任命することをいう。

三降任職員をその職員が現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属す

る官職に任命することをいう。

四転任職員をその職員が現に任命されている官職以外の官職に任命することであ

って前二号に定めるものに該当しないものをいう。

五標準職務遂行能力職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮する

ことが求められる能力として内閣総理大臣が定めるものをいう。

六幹部職員内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第五十条若しくは国家行

政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官若しくは

同法第二十一条第一項に規定する局長若しくは部長の官職又はこれらの官職に準ず

る官職であって政令で定めるもの（以下「幹部職」 という。）を占める職員をいう。

七管理職員国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長の官職

又はこれらの官職に準ずる官職であって政令で定めるもの(以下｢管理職｣という｡）
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を占める職員をいう。

②前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、課長補佐、

上の段階及び職務の種類に応じ、政令で定める。

課長その他の官職とし、職制

’

I

’

’

’

’
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4検察庁法第22条の改正について

○改正後の検察庁法第22条（第2項新設）

第二十二条検察官は、第二十二条検察官は、年齢が六十五年に達した時に退官する。

②次長検事及び検事長は、年齢が六十三年に達したときは、年齢が六十

三年に達した日の翌日に、検事に任命されるものとする。
1

(1) 概要

検察官の定年を65歳に引き上げる。

また、次長検事及び検事長については、一般職の国家公務員において導

入される管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みを実現する

ため、現行の定年である63歳に達したときは、 63歳に達した日の翌

日に、検事に任命されるものとする。

(参考）検察官の定年と検事総長、次長検事及び検事長について

現行の検察庁法上、検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副

検事とされ、その定年については、検事総長は65歳、その他の検察官は6

3歳に達した時とされている （検察庁法第3条、第22条)。

検事総長は、最高裁判所に対応して置かれる最高検察庁の長として、庁務

を掌理し、かつ、すべての検察庁の職員を指揮監督するもの（ 1名）、次長検

事は、最高検察庁に属し、検事総長を補佐し、又、検事総長に事故のあると

き又は検事総長が欠けたときは、その職務を行うもの（1名）、検事長は、高

等裁判所（全国8か所）に対応して置かれる高等検察庁の長として、庁務を

掌理し、かつ、その庁並びにその庁の対応する裁判所の管轄区域内にある地

方検察庁及び区検察庁の職員を指揮監督するもの（8名）であり、いずれも

その任免は、内閣が行い、天皇がこれを認証する （いわゆる認証官） ことと

されている （検察庁法第7条、第8条、第15条)。

このように、検事総長については、すべての検察組織の最上位に位置し、

その定年は、現行検察庁法上65歳と、他の検察官に比して高く設定されて

いる。

(2) 改正の趣旨及び内容

ア検察官の定年年齢の引上げについて（第1項）

一般職の国家公務員については、複雑高度化する行政課題に的確に

対応し、質の高い行政サービスを維持していくため、現行定年である
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60歳を超える者の能力及び経験を60歳前と同様に本格的に活用

することが不可欠であることから、定年を引き上げることが必要とさ

れている。

検察官についても、多くの法律、制度の改正が行われ、刑事裁判の

様相が大きく様変わりしているといった複雑高度化する課題がある

中で、迅速かつ適正に犯罪の真相を解明し、処罰すべき者があれば公

訴を提起し、その上で適切な科刑を実現するなどの職責を今後も果た

していくためには、他の国家公務員と同様、現行定年を超える者の能

力及び経験を本格的に活用することが不可欠であることから、他の一

般職の国家公務員に倣い、検察官の定年を65歳に引き上げる （すで

に65歳定年である検事総長を除く。)。

イ 63歳に達した次長検事及び検事長の検事への任命について（第2

項）

前記のとおり、次長検事及び検事長について、管理監督職勤務上限

年齢制の趣旨を踏まえた仕組みを導入することとし、現行の定年であ

る63歳に達したときは、 63歳に達した日の翌日に、検事に任命される

ものとする。

ウ異動期間について

他の一般職の国家公務員については､管理監督職勤務上限年齢により異

動させる時期を特定の日に限定すると、異動させた職員の後任者を速やか

に得られないことなどにより公務の運営に重大な支障を来すおそれがあ

ることなどから、管理監督職勤務上限年齢に達した日 （60歳の誕生日前

日）の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間(異動期間)に、

対象官職以外の官職へ降任等を行うこととされるが、前記のとおり、検察

官には降任が観念し得ないため同意を得ることなく前倒しで異動させる

ことも可能であり、他の一般職の国家公務員と比して柔軟な人事管理が可

能であることに加え、他の一般職の国家公務員とは異なり、 63歳に達し

た時（誕生日前日の終了時点）に退官することとされ、誕生日を基準とし

ていることから （検察庁法第22条)、異動期間を設けない。

エ次長検事及び検事長につき管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏ま

えた仕組みを実現するための規定を改正検察庁法第22条第2項に

おいて定める理由について
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管理監督職勤務上限年齢制を定める改正国家公務員法第81条の2

は、定年退職の規定である改正国家公務員法第81条の6とは別の条

とされているところ、管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕

組みを導入するために設ける改正検察庁法第22条第2項についても、

改正国家公務員法と同様に、改正検察庁法第22条第1項とは別の条

とすることも考えられる。

この点、他の一般職の国家公務員における管理監督職勤務上限年齢

制と定年退職とは、前者が降任又は降給を伴う転任をするとされ、後

者が退職することとなるもので、その効果を全く異にする。

一方、検察官について管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた

仕組みを導入するために設ける改正検察庁法第22条第2項は、次長

検事又は検事長が一定の年齢に達することにより、次長検事又は検事

長という 「官」を失う場面を定める規定であるところ、検察官の定年

退官を定める改正検察庁法第22条第1項についても、検察官が一定

の年齢に達することにより、検察官としての身分を失う場面を定めた

規定であって、性質に類似性がある（なお、検察庁法第25条は、 「検

察官は、前三条の場合を除いては、その意に反して、その官を失い、

職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。 （後略)」とされ、

検察庁法第22条は、 「前三条の場合」に含まれるところ、新設する検

察庁法第22条第2項は、年齢を理由に次長検事及び検事長の「官」

を奪う場合に該当し得るため、検察庁法第25条を改正して、同条に

よる同法第22条への適用を同条第1項に限る改正を行う必要はな

い｡)。

オ改正国家公務員法と同様に「任命権者は」 との記載としない理由に

ついて

改正国家公務員法第81条の2は、 「任命権者は、管理監督職（中

略）を占める職員でその占める管理監督職にかかる管理監督職勤務上

限年齢に達しているものについて、当該管理監督職勤務上限年齢に達

した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間（中略）

に、管理監督職以外の官職（中略）への降任又は転任（降給を伴うも

のに限る｡）をするものとする｡」 と定め、降任又は転任の主体を法文

上明らかにしている。

一方、改正検察庁法第22条第2項においては、 「次長検事及び検
事長は、年齢が六十三年に達したときは、六十三年に達した日の翌日
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に、検事に任命されるものとする。」 とし、法文上、その主体を明ら

かにしていない。

そして、改正検察庁法第22条第2項は、観念的には、次長検事及

び検事長の「官」を免じ、同時に別の「官」である検事に任命するも

のであるところ、検察庁法上、次長検事及び検事長の「官」を免じる

ことについては、検察庁法第15条第1項において、 「その任免は、

内閣が行い、天皇が、 これを認証する。」 とされ、一方、検事を任命

することについては、国家公務員法第55条第1項により法務大臣が

任命権者とされる。

このような検察官の任免に関する主体の在り方を踏まえ、検察庁法

及び国家公務員法上明らかである次長検事及び検事長を検事に任命

する主体については、改正検察庁法第22条第2項において明記しな

いこととする。

なお、改正検察庁法第22条第2項と同様に人事異動に関してその

主体を明記しない用例として、消費者庁及び消費者委員会設置法（平

成21年法律第48号）第11条第3項「臨時委員は、その者の任命

にかかる当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任さ

れるものとする｡」、外務公務員法（昭和27年法律第41号）第8条

第6項. ｢前二項の外務公務員は、その任務を終了したときは、解任さ

れるものとする。」などがある。

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

第三条検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。

第四条検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、

且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても

職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益

の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。

第六条検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。

②検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定め

るところによる。

第七条検事総長は、最高検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、すべての検察

庁の職員を指揮監督する。

②次長検事は、最高検察庁に属し、検事総長を補佐し、又、検事総長に事故のあ

るとき、又は検事総長が欠けたときは、その職務を行う。

第八条検事長は、高等検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、その庁並びにそ

の庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る地方検察庁及び区検察庁の職員を指揮

監督する。

25



第十五条検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、

天皇が、 これを認証する。

② （略）

第十六条検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、 これを補する。

②副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。

第十八条二級の検察官の任命及び叙級は､左の資格の一を有する者に就いてこれを行う。
一司法修習生の修習を終えた者

二裁判官の職に在った者

三三年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職に在った者

②畠ﾘ検事は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者で政令で定め

る審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関を

いう｡）の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。

－裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）第六十六条第一項の試験に合格した者
二三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在った者

③三年以上副検事の職に在って政令で定める考試を経た者は､第一項の規定にかかわら
ず、 これを二級の検事に任命及び叙級することができる。

第十九条一級の検察官の任命及び叙級は､次の各号に掲げる資格のいずれかを有する者
についてこれを行う。

一八年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事又は弁護士の職に在った者

二最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官又は判事の職に在った者

三前条第一項第一号又は第三号の資格を得た後八年以上法務省の事務次官、最高裁

判所事務総長若しくは裁判所調査官又は二級以上の法務事務官、法務教官、裁判所
事務官、司法研修所教官若しくは裁判所職員総合研修所教官の職に在った者

四前条第一項第一号又は第三号の資格を有し一年以上一級官吏の職に在った者

②前項第一号及び第三号に規定する各職の在職年数は、 これを通算する。

③前条第三項の規定により検事に任命された者は､第一項第三号及び第四号の規定の適
用については、 これを同条第一項第一号の資格を有する者とみなす。

○国家公務員法 （昭和22年法律第120号）

第五十五条任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣（内閣
総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ｡）、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内

庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの機関の長の有する任命権は、そ
の部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内

閣府を除く。）に属する官職に限られる。ただし、外局の長（国家行政組織法第七条第
五項に規定する実施庁以外の庁にあっては、外局の幹部職）に対する任命権は、各大
臣に属する。

②。③ （略）

○消費者庁及び消費者委員会設置法（平成21年法律第48号）
第十一条 （略）

2 （略）

3 臨時委員は､その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、
解任されるものとする。
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4．5 （略）

○外務公務員法（昭和27年法律第411号）
第八条 （略）

2～5 （略）

＝前二項の外務公務員は、その任務を終了したときは、解任されるものとする。6

’号

I

’

’

）

’
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5管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みにおける異動時期につ
いて

管理監督職勤務上限年齢制における降任等の時期(1)

一般職の国家公務員については､管理監督職勤務上限年齢に達した日（6

0歳の誕生日前日）の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間

（異動期間）に、対象官職以外の官職へ降任等を行うこととされるが、前記

のとおり、検察官には降任等が観念し得ないため同意を得ることなく前倒し

で異動させることも可能であり、他の一般職の国家公務員と比して柔軟な人

事管理が可能であることに加え、他の一般職の国家公務員とは異なり、 63

歳に達した時（誕生日前日の終了時点）に退官することとされているため、
異動期間を設けない。

当H哉里 受年歯 の測匡

ける異動時期の差について

ア管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みについては、改正検
察庁法第9条第1項において、 「各地方検察庁に検事正各一人を置き、一

級の検事（年齢が六十三年に達した者を除く。）をもって充てる｡」 とし、
同法第10条第1項において、 「二人以上の検事又は検事及び副検事の属
する各区検察庁に上席検察官各一名を置き、検事（年齢が六十三年に達し

た者を除く。）をもって充てる｡」とし、同法第22条第2項において、 「次
長検事及び検事長は、年齢が六十三年に達したときは、六十三年に達した

日の翌日に、検事に任命されるものとする｡」 と定める。

そのため、検事正及び上席検察官については、 63歳に達した時、すな

わち誕生日前日の終了時点において検事正及び上席検察官として充てら

れる者から除かれることとなるが、次長検事及び検事長については、誕生
日当日において、検事に任命されることとなる。

イ この点､前記のとおり、他の一般職の国家公務員においては｢官」と｢職」

の概念が廃され、 「官職」とされているのに対し､検察官においては、 「官」
と 「職」の概念が維持されているところ、 「検事正」及び「上席検察官」
はあくまで「職」であることから、検事正及び上席検察官として充てられ

る者から除かれた場合にも、検事としての「官」に関しては、何ら変動は
28
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なくその身分は継続している。そのため、誕生日前日の終了時点において

検事正又は上席検察官として充てられる者から除かれた「検事」は、誕生

日において新たに補職されれば足りる。したがって、改正検察庁法第9条

第1項及び第10条第1項において規定するとおり、63歳に達した時に

検事正として充てられないこととすることで問題は生じない（むしろ、現

在検事正が定年退官する場合とも整合する｡)。

ウー方で、次長検事及び検事長については、次長検事及び検事長としての

「官」から別の｢官｣である検事への任命行為が必要であるところ、現在、

次長検事及び検事長が63歳を迎えた場合には、63歳の誕生日前日限り

で退官し、 63歳の誕生日の前日中は次長検事及び検事長としての身分を

有していることとの権衡において、 63歳の誕生日前日に検事に任命する

ことは相当ではなく、63歳の誕生日当日に検事に任命するのが相当であ

る。

ェよって、検事正及び上席検察官については、63歳の誕生日前日の終了

時点限りで検事正及び上席検察官に充てられる者から除くこととし、次長

検事及び検事長については､誕生日当日において検事に任命されるものと

する。
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6検察庁法第31条の改正について

○改正後の検察庁法第3 1条
一一一”一一一一一一一一一一一尾一一一

第十五条、第十八条から第二十条ま垂及び第二十二条から第第三十一条

’ 二十五条まで並びに附則第三条及び第四条の規定は、国家公務員法（昭

和二十二年法律第百二十号）附則第十三条の規定により、検察官の職務

と責任の特殊性に基づいて、同法の特例を定めたものとする。
－－

一一一一一一一一－凸ﾛ

(1) 概要

後記のとおり、改正検察庁法附則第3条においては、 令fl l3年4月 1 日

から令和5年3月3 ］ 日までの間における改正検察庁法第22条第1項ﾘ）

規定,リノ適用について定め、改正検察庁法附則第4条においては、検察官に

対し、 63歳に達する日の翌日以後に適用される任用、給与及び退職手当

に関する規定にかかる情報を提供するものとするとともに、同日以後にお

ける勤務の意思を把握するよう努めるものとする規定を設けるところ、改

正検察庁法附則第3条及び第4条については、改正国家公務員法附則第1

9条及び第20条の特例を定めたものであることから、その旨を明示する。

(2) 改正の趣旨及び内容

一般職の国家公務員である検察官については、国家公務員法が適用され

るが、国家公務員法附則第13条は、一般職に属する職員に関し、その職

務と責任の特殊性に基づいて、国家公務員法の特例を要する場合において

は、別に法律等をもって規定することができると定めている。

検察官については､行政官庁たる各省大臣を組織の内部にあって補佐する

立場にある多くの他の一般職の国家公務員とは異なり、各人が法務大臣から

独立した行政官庁として検察事務を遂行するという職務の特殊性を有して

おり、また、いわば「準司法官」 として裁判官との権衡を考盧する必要があ

り、検察庁法において国家公務員法の特例が規定されている。

そして、検察庁法第32条の2においては、国家公務員法の特例として、

検察庁法第’5条等を明示する規定であるところ、改正検察庁法附則第3条

は検察官‘特殊性によ'j他ひ） ・般職(ﾉ)国家公務員とは別に定年が定y)らｵ’

1
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て'. ＄ることを前提とLて、改IE国家公務員法附則第] 9条(ﾉ)特例を定沈るも

(/)であし) 、 また、改正検察庁法附則第4条は、検察官の特殊性により、管理

監督職勤務上限年齢制を導入し得ないことや､後記のとおり定年前再任用短

時間制を導入し得ないことを前提として、改正国家公務員法附則第20条の

特例を定めるものである。

3条及び第4条については、改正検察庁法

員法附則第1 9条及び第20条の特例であ

そのため、改正検察庁法附則第

改正国家公務第3 1条に追加し、

ることを明示する。

(3) 条ずれについて

検察庁法第29条及び第3()条が削除とさｵ1ていることから、こオlらを削

り、検察庁法第3 1条から第32条の2を繰|ノ上げ、改IE検察庁法第29条

か'ら第31条とする

なお、 ニオ'に伴い、検察庁法第3 1条（改正検察庁法第29条) (7) I且に」

を 「且いにlに改める

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

第 ｜ ノL条ﾉ史び第二 ｜条削除

第． ｜ 条横察庁‘)職員は､他け)検察肺: (7)職員し各月(ﾉ)飯( )扱うべき事携にノいてﾉ,に

：ビ要な捕肋をする

第一 ’ 茶検察庁Lﾉ)事務章程は、法務大使か、 こオ|を．定める

第三十二条の二この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十

五条の規定は、国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）附則第十三条の規定に

より、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。

○国家公務員法 （昭和22年法律第120号）

附則

第十三条一般職に属する職員に関し、その職務と責任の特殊性に基いて、この法律の特

例を要する場合においては、別に法律又は人事院規則（人事院の所掌する事項以外の

事項については、政令）を以て、 これを規定することができる。但し、その特例は、

この法律第一条の精神に反するものであってはならない。
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7検察庁法附則第3条の新設について

V

○検察庁法附則第3条
－－－－－＝一一■－－ 二■

第二条令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間における

第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「検察官は、年齢

が六十五年｜ とあるのは十五年」
ブ

'○ ｢検事総長は が六十五年に達した時に年齢、 、 、

その他の検察官は、年齢が六十四年」 とする。
峰一一＝～一一一一 閂－－－－－一一宇 －－一一一ー一一一

(1) 概要

検察官の定年引き上げの開始時期を、令和3年4月1日とし、 2年に1

歳ずつの段階的な引上げとする。

(2) 改正の趣旨及び内容

ア定年の引上げ開始時期につき、他の一般職の国家公務員においては、平

均寿命の伸長や少子高齢化が急速に進む中、複雑高齢化する行政課題に的

確に対応していくためには、知識、技術、経験等が豊富な高齢期の職員を

最大限活用するための環境を早急に整備することが必要であることから、

できるだけ早期に定年引上げを開始する必要があるところであるが、他方

で、定年引上げの開始に当たっては、 60歳以降の勤務に関する意向調査

や新規採用を含む人員計画の見直し等が必要であることに鑑み､法案成立

から少なくとも1年超の準備期間が必要となることから、令和3年4月1

日から施行することとされている（実際には、令和4年3月31日退職者

から対象｡)。

イ検察官についても、他の一般職の国家公務員と同様、できるだけ早期に

定年引上げを開始する必要があるところであるが、他方で、他の一般職の

国家公務員と同様に準備期間が必要となることから、令和3年度から施行

することとする。そして、検察官は、定年に達した時に退官することとさ

れていることから、令和3年4月1日退官者から対象となるが、これは他

の一般職の国家公務員において、同一年度内に定年又は管理監督職勤務上

限年齢に達する職員（4月2日から翌年4月1日生まれの職員）のうち、

誕生日が最も早い職員がそれらの年齢に達する日である4月1日から施

行するという考え方と同様である。

また、定年の引上げ方法につき、他の一般職の国家公務員においては、

安定的な新規採用の継続が困難となることや人事育成上の支障などを理

由として、 2年に1歳ずつの段階的な引上げとされるところ、検察官につ
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いても、同様の理由から、 2年に1歳ずつの段階的な引上げとする（令和

5年4月1日に65歳へ引き上げる｡)。

ウ他の一般職の国家公務員においても、令和3年度から2年に1歳ずつ定

年を引き上げることとしているが、その結果、定年を65歳に引き上げる

時期は令和11年度となり、検察官の定年を65歳に引き上げる時期は他

の一般職の国家公務員より早くなるところ､他の一般職の国家公務員にお

いて、できるだけ早期に定年引上げを開始する必要があり、 2年に1歳ず

つの段階的な引上げが相当であるとされていることは､検察官についても

妥当することから、その趣旨を踏まえ、前記のとおり、令和3年度に64

歳、令和5年度に65歳へと定年を引き上げることとする。

エなお、検察官における雇用と年金の接続について、公的年金の報酬比例

部分の支給開始年齢が、平成25年度から段階的に65歳へと引き上げら

れることとされたことにより （令和7年4月に引上げ完了)、他の一般職

の国家公務員については､再任用により65歳まで雇用されなければ無収

入期間が生じ得るところ、検察官については、このような再任用制度が導

入されていないことから、現在、定年が63歳に達した時とされる次長検

事、検事長、検事及び副検事については、公的年金の報酬比例部分の支給

開始年齢が満64歳に引き上げられる令和4年4月以降､無収入期間が生

じ得る。

このような事態を回避するためにも､検察官について､令和3年度から、

段階的に定年を引き上げる必要がある。

オ後記ﾘﾉとおり、本改正に伴い検察庁法ﾘ)原始附則につき整理を行うこと

とl_ 、検察庁法附則第33条及び第36条以外(ﾉ)|東始附則を肖l1るとともに、

現在、本則と通1条名となつくいる原始附則を独自の条名のもり)に改める

附則リ)規定ﾘ)順序については､当該法令〔ﾉ)施行期日に関する規定が最初

に置かｵlることは決ま(ﾉであり、当該法令")施行に伴う経過措置に関する

規定v)後ろに既存け)他法令リ)改11三に関する規定が置かｵ【るり)もまず変わ

らないとさオ’ている（法制執務研究会編｢新訂ワークブック法制執務(第

二版) 」 27 （）頁） ところ、検察庁法附則第33条は検察庁法ﾘ)施行期日

に関する規定ぐあるた〃)改｢E検察庁I去附則第1条とする

z l <､検察庁法附則第36条’新設!jろ本条I jいずｵ| # ,経過措置に関

ヨリる規定で胸, ,〉て、 そ(ﾉ>規定V)lll自序に閏して優先関係はないと考え,らjl 、

新設する本条を桧察庁I去附'則第36条（改IE検察庁法附則第2条) (ﾉ)次条
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に定めることに支障はなく、改正検察庁法附則第3条とする

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

附則
＞

第三'一三条この法律は、 H本国憲法緬] |(7)Hから、 これを施緬する

第三’六条法務大臣は、 当分ゾ)間検察’白か足りないため,2要と認",るときは、区検

察庁ﾋﾉ)検察事務官にそ〃)庁ﾘ言)検察官の事務を取( j扱ｵﾉせることができる
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8検察庁法附則第4条の新設について

○、検察庁法附則第4条
一一一一一夢一P一一~=~ ~~

|雪に菫季窯蘆篝篭萠隼璽に…譽辮譽吋“
検察官（検事総長を除く。）が年齢六十

務大臣が定める準則に従って､当該検察官が年齢六十三年に達する日 (/）

翌日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する規定に係る情報
を提供するものとするとともに、同日以後における勤務の意思を把握す

るよう努めるものとする。 ｜
I

I

－‐一一二司一■■＝一宇一一一一
一一一一

(1) 概要

法務大臣は、当分の間、検事（検事総長を除く。）が63歳に達する日の

年度の前年度において、事務章程で定める検察官が63歳に達する日〔ﾉ)翌

日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する規定に係る情報を提

供し、同日以後における勤務の意思を把握するよう努めるものとする。

(2) 改正の趣旨及び内容

ア改正国家公務員法附則第20条について

新設される国家公務員法附則第20条は、 「任命権者は、当分の間、職

員（中略）が年齢60年（中略）に達する日の属する年度の前年度におい

て、当該職員に対し、人事院規則で定めるところにより、当該職員が年齢

60年に達する日の翌日以後に適用される任用､給与及び退職手当に関す

る規定に係る情報を提供するものとするとともに､同日以後における勤務

の意思を把握するよう努めるものとする｡」 と定める。

かかる規定は、 60歳前の段階において、給与が7割水準となることや

管理監督職勤務上限年齢制により降任｡転任され得ることについて職員が

十分認識し､定年前再任用短時間勤務を選択することが可能であることや、

退職手当上の取扱いを考盧した上で、60歳以降の勤務の意思を決定する

ことができる環境を整備するため､関連する規定に係る情報を提供すると

ともに､給与が7割水準となることや管理監督職勤務上限年齢による降任

又は転任をされ得ることを受け入れて引き続き勤務するか､受け入れず退

職するかを選択し、その意思を表明できるようにすることが適当であり、

加えて、任命権者にとっても、該当する職員が60歳以降においても引き

続き常勤職員での勤務を希望するか､いったん退職した上で定年前再任用

短時間勤務を希望するか､公務外への転身等を希望するかを把握すること
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は、60歳職員の人事配置や必要に応じてのポスト整備を行う上で望まし

いという考えに基づくものである。

イ検察官に対する情報提供・意思確認制度について

検察官については、検察庁法に特例を設けない場合、改正国家公務員法

附則第20条が適用されることとなるところ、検察官についても、 63歳

に達した日の翌日以降、俸給月額が7割となり、管理監督職勤務上限年齢

制の趣旨を踏まえた仕組みとして､次長検事及び検事長は63年に達した

ときはその翌日に検事に任命されるものとしつつ、63歳に達した者を次

長検事又は検事長に任命することができないこととし、また、検事正及び

上席検察官については63歳に達した者を除くこととする規定を設ける

のであるから、検察官については、 63歳に達した日の翌日以後に適用さ

れる任用等に関する規定に係る情報を提供し､勤務の意思を把握するよう

努めることが必要である。

そして、改正国家公務員法附則第20条は､任命権者を実施主体として

いるところ、次長検事及び検事長の任命権者は内閣であるが（検察庁法第

15条第1項)、検察庁法及び検察官俸給法が適用される次長検事及び検

事長については､主任の大臣である法務大臣が情報提供等を行うのが合理

的であり、かつ、これらは任命そのものではなく、情報提供。意思確認と

いう事実行為であって、処分性のある行為ではないことから、主任の大臣

である法務大臣が行うことが許容されると考えられ､法務大臣を実施主体

とするのが相当である。

また、検察官には定年前再任用短時間勤務制は導入されないことから、

必ずしも人事院規則で定められる情報提供等の具体的内容が検察官に沿

うものとは限らず､その内容については法務大臣の定める準則で定めるの

が相当である。

そこで、検察官については、情報提供等について検察庁法の附則に特例

を設けることとする。

なお、検事総長については、本改正による影響を受けないことから、対

象から除くこととする。

ウ 「法務大臣が定める準則に従って」 とすることについて

検察庁法及び検察官俸給法において定められる検察官又は検察庁に係

る事項についての下位規範への委任については､他の一般職の国家公務員

においては人事院規則に委任している事項を含め､人事院規則への委任を

行っていない。そのため、改正検察庁法附則第」条において定める検察官
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に係る情報提供｡意思確認の制度について、他の一般職の国家公務員と同
察庁法及び検察官俸給法の体系に整任することは検様に人事院規則に委

合しない。

また、検察庁法は、 H則について、事務章程で定めること

事務章程は検察庁における事務細則

検察庁の事務糸

としている（検察庁法第32条）が、事務章程は検察庁における事務細貝|」

であって、情報提供等を行うのは法務大臣であることから、これらの事務

については、検察庁における事務ではなく、法務省の事務であるといえる

ため、事務章程に委任することもできない。

そこで、検察官俸給法が、検察官の給与に関する事項については法務大

臣が準則で定めることとしていること （検察官俸給法第3条第1項）や、

他の法令において検察官に関しては準則が人事院規則と同列に扱われて

いることから（例えば、平成32年東京オリンピック競技大会。東京パラ

リンヒ°ツク競技大会特別措置法（平成27年法律第33号）第19条第2

項において、 「(前略）給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則（派遣

職員が検察官の俸給等に関する法律（中略）の適用を受ける者である場合

にあっては、同法第3条第1項に規定する準則）で定める｡」 とされてい

る｡)､改正検察庁法附則第1条における情報提供等に関する事項について

も法務大臣が定める準則に委任することとした。

エ 「年齢63年に達する且(ﾉ竪日以後」 とすることについて

､検察官における管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みを導

入するため改正する改正検察庁法第9条第1項及び第10条第1項は､そ

れぞれ年齢が63年に達した者を検事正又は上席検察官に充てる検事か

ら除き、また、同様に新設する改正検察庁法第20条第2項は年齢が63

年に達した者は次長検事又は検事長に任命することができないとすると

ころ、 「63年に達した」 ときとは、誕生日の前日の終了時点であって、

これらの条項§検察官に適用さｵlる")は誕生日を迎えた時点以降となる

また、後記のとお' ) 、改正検察官俸給法附則第5条に-)いても、 「63年

に達した日リ)翌日以後」に適用される

そのため、改正検察庁法附則第4条においては、 i当該検察官が年齢六

’三年に達する日の翌日以後に適用さオlる任用､給与及び退職手当に関す

る規定に係る情報を提供する＃,の｜ とする
、
〆

オ本条を規定する位置について

前記のとおり、本改正に伴う原始附則の整理により、検察庁法附員''第3

3条及び第36条↓､ﾉ外リ)原始附則を削るとと＃,に、本則と通L条名とな
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ている原始附則を独自ﾘ)条名(ﾉ)ものに改めるところ、本条についても、改

正検察庁法附則第3条と同様に､検察庁法附則第36条と規定ひ)順序に閨

Lて優先関係はなく、改正検察庁法附則第3条の次条とすることにも支障

はないことか'ら、新設する本条を改正検察庁法附則第4条とする

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

第三十二条検察庁の事務章程は、法務大臣が、 これを定める。

附則
＞

第二’ 三条 この法律は、 日本国憲法施il (/)Hから、 こｵlを施ｲ]する
↓jないたけ〕必要と認めるときは、区検察検察官が足第三’六条法務ﾉ〈臣は、当分り)間、

庁ﾘ)検察事務官にその庁の検察官 "）事務を取')扱ｵﾉせることができる
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9検察官俸給法附則第5条の新設について

○検察官俸給法附則第5条

一一一可
■一一一一一一一一一一一一一一一一口－－－－■ ■一一一口一一

､検事及び副検事の俸給月額は､当 その者の年齢が六十三第五条検事及び副検

年に達した日の翌日

分の間、 I

(次項において「特定日」 という｡）以後、第三条

受ける号に応じた俸給月額に百分の‐七十よりその者が’ 第一項の規定に
I

を乗じて得た額（その額に五十円未満の端数を生じたときは、これを切
I

I

り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときは、これを百円に切り

上げるものとする｡） とす
ブ

'Do

2検察庁法第二十二条第二項の規定により検事に任命された者には、当

分の間特定日以後、その者の受ける俸給月額のほか、その者の年齢が

六十三年に達した日にその者が受けていた俸給月額に百分の七十を乗

五十円未満の端数を生じたときは、 これを切り捨じて得た額（その額に

て、五十円以上百円未満の端数を生じたときは、これを百円に切り上げ’

るものとする｡） と特定日にその者の受ける俸給月額との差額に相当す

る額を俸給として支給する。
一二一一一一一一一■午L－一一一一一一一一一一一一一一一一一■ Lー一

(1) 概要

現行定年を超える検察官の俸給月額について、当分の間、俸給月額に10

0分の70を乗じて得た額とする旨の規定を設け(減額の開始時期について

は、現行定年に達した日の翌日からとする｡)、次長検事、検事長が63歳に

達したことにより検事に任命された場合について、俸給月額のほか、次長検

事､検事長であった当時の俸給月額に100分の70を乗じた額との差額を

支給する旨の規定を設ける。

(2) 改正の趣旨及び内容

ア 63歳に達した検察官の俸給について（第1項）

一般職の国家公務員については､民間企業における高齢期雇用の実情等

を考慮して、職員の俸給月額は、当分の間、その者が60歳（特例定年が

設けられている職員にあってはその年齢）以後、その者が受ける号俸に応

じた額に100分の70を乗じて得た額とされ､一般職の国家公務員につ

いては、改正される一般職給与法の附則において、職員の俸給月額は、当

分の間、その者が現行定年に達した日後における最初の4月’日以後、そ

の者に適用される俸給表の俸給月額のうち､その者が属する職務の級及び
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その者が受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額とする
旨の規定が設けられる。

検察官の俸給については､他の一般職の国家公務員の給与を定めた一般

職給与法とは別に、検察官俸給法が制定されているところ、本改正による

検察官の定年の引上げは､他の一般職の国家公務員とその趣旨を同じくす

るのであるから､現行定年を超える検察官の俸給月額についても他の一般
職の国家公務員の制度を参考として、同様に減額する。

そこで、現行定年を超える検察官の俸給月額についても、検察官俸給法

の附則中に、当分の間、現行定年を超える検察官に適用される俸給月額に
100分の70を乗じて得た額とする旨の規定を設ける。

また、減額の開始時期については、一般職の国家公務員は60歳に達し

た日後における最初の4月1日から減額することとされているが､検察官
については、定年に達した時に退官することとされているため、減額の開
始時期を4月1日とした場合､定年までの減額期間が誕生日により異なる
こととなり公平性を欠く制度となり得ることから､減額の開始時期を現行
定年に達した日の翌日からとする。

イ管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みの導入に伴う調整
額について（第2項）

一般職の国家公務員については､管理監督職勤務上限年齢制により降任
等された職員等の俸給は､現行の定年に達した日後における最初の4月1
日以後､当該降任等前に受けていた号俸の俸給月額に100分の70を乗
じて得た額とするものの､その額は当該降任等後にその者が属する職務の
級の最高号俸の俸給月額を超えてはならない旨の規定が設けられること
とされている。

検察官については､例えば検事正などの一定の職と号俸が結びついてい

ないことから､改正検察庁法第9条第1項又は第10条第1項により63

歳に達した者を検事正又は上席検察官に充てる者から除く仕組みに伴う
減額規定を改めて設ける必要はないものの､改正検察庁法第22条第2項
により次長検事及び検事長が63歳に達して検事に任命された場合には、
その俸給月額は、他の一般職の国家公務員において、管理監督職勤務上限
年齢制による転任等をされた職員等の俸給の特例制度を参考として､俸給
月額のほか､その者の年齢が63年に達した日にその者が受けていた俸給
月額に100分の70を乗じて得た額との差額に相当する額を俸給とし
て支給する旨の規定を設ける。
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,､ては、管理監督職勤務上限年齢制によ

の級の最高号俸の俸給月額を超えては

､かかる制度を参考とした場合であって

なお、一般職の国家公務員については、

属する職務る降任等後にその者が

けられるが､力ならない旨の規定が設

､次長検事、検事長の俸給月額に10(〕分の70を乗じた額は、検事のも

を下回るため､そのような規定を設ける最上位である検事1号の俸給月額

必要はない 0

2項を設ける理由について

当分の間、職員の俸給月額は、当該職

最初の4月1日（以下｢特定日」という。）

改正検察官俸給法附則第5条第ウ

改正一般職給与法附則第8項は、

0歳に達した日後における最初の4月1日（以下'特定日」という。）

その者に適用される俸給表の俸給月額のうち、当該職員が属する職

員が60歳

以後、その貞

務の級及び

める。また

00分の70を乗じて得た額と定

一 0項は、管理監督職勤務上限年齢

受ける号俸に応じた額に1

職給与法附則第1、改正一般

制の適用によって他の官職に降任等された日の前日から引き続き同一の

俸給表の適用を受ける職員のうち、特定日にその者の受ける俸給月額（特

定日俸給月額）が、他の官職への異動日の前日にその者が受けていた俸給

月額（基礎俸給月額）に100分の70を乗じて得た額に達しないことと

なるものには、当分の間、特定日以後、基礎俸給月額と特定日俸給月額と

の差額に相当する額を俸給として支給する旨定める。

このような調整規定については、60歳到達時点で占めていた官職に係

る職務遂行能力や適性を有しているにもかかわらず､管理監督職から非管

理監督職へ異動する上、給与も二重に引き下げられることは、士気の低下

等を招き､ひいては公務全体の運営に支障を来すおそれがあることから導

入されるものとされる。

この点、改正検察庁法第22条第2項は、 63歳に達した次長検事及び

検事長は検事に任命されるものとし､改IE検察官俸給法附則第5条第1項

は、63歳に達した日の翌日以後に当該職員の受ける号に応じた俸給月額

の100分の70を乗じた額を支給することとしている。そうすると、次

長検事及び検事長が63歳に達した場合には、検事に異動の上、俸給月額

が二重に引き下げられるとの結果が生じることとなる。

そのため､他の一般職の国家公務員において導入される改正一般職給与

法附則第10項とその趣旨を同じくする改,膿検察官俸給法附則第5条第

2項を設ける。

エ改正一般職給与法附則第12項ではなく改正一般職給与法附則第10

項と考え方を同じくする理由について
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改正一般職給与法附員'1第12項においては､改正一般職給与法附則第1

0項に規定する職員を除く他の官職への異動日の前日から引き続き俸給

表の適用を受ける職員であって、同項の規定による俸給を支給される職員

との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、その者の受ける

俸給月額のほか、人事院規貝|｣で定めるところにより、改正一般職給与法附

則第10項及び第11項の規定に準じて算出した額を俸給として支給す

ることとされている。

このような改正一般職給与法附則第12項は､管理監督職勤務上限年齢

制による降任等に伴い俸給表を異にする異動をした場合など（例えば、指

定職から降任した場合や降任後に俸給表を異にする異動をした場合)で改

正一般職給与法附則第10項及び第11項による俸給を支給される職員

との権衡上必要があると認められるものを対象としている。

2条第2項により63歳に達した次長検事及

検察官の俸

この点､改正検察庁法第2

は検事に任命されることとなるが、検察官俸給法上、び検事長

給月額を 給月額の区分を記載しており、定める別表は､すべての検察官の俸

次長検事や検事長についても、検事と同じ表とされている。

また、そもそも、他の一般職の国家公務員における俸給表は、各職員の

職務の種類に応じて設けられているところ、検察官については、検察権を

行使するという検察官の主たる職務について､すべての検察官が同一の権

限を有しているのであるから （検察庁法第4条、第6条)、次長検事及び

検事長と検事の職務の種類に違いはないものといえる。

そうすると、改正検察庁法第22条第2項により63歳に達した次長検

事及び検事長が検事に任命された場合であっても、俸給表を異にする異動

をした場合等とはいえず、改正一般職給与法附則第12項ではなく、原則

である改正一般職給与法附則第10項と考え方を同じくする改正検察官

俸給法附則第5条第2項を設ける。

なお、改正一般職給与法附則第10項においては、特定日俸給月額が基

礎俸給額に「達しないこととなるもの」にはその者の受ける俸給月額のほ

か､基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を支給すること

とされている。この点、次長検事及び検事長が63歳に達した日の翌日に

検事に任命された以後の俸給月額は､仮に検事1号の俸給月額に100分

の70を乗じて得た額であったとしても、次長検事又は検事長であったと

きの俸給月額に100分の70を乗じて得た額に、常に達しないこととな

る。したがって、改|上検察官俸給法附則第5条第2項においては、改正一

般職給与法附則第10項のように、 「達しないこととなるもの」といった、

支給対象を限定する文言を入れる必要はない。
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00分の70を乗じた額について(参考）次長検事等の俸給月額及び1

次長検事 1， 199， 000円

東京高検検事長 1， 302， 000円

000円

000円

199、

302,

や、

839,

911,

839,

822,

724,

675、

572,

494,

443,

401,

361,

295、

271,

255,

239,

223、

213,

201,

194,

178,

172、

167,

163、

300円）

400円）

300円）

500円）

500円）

500円）

600円）

200円）

800円）

800円）

200円）

050円）

460円）

430円）

120円）

860円）

290円）

250円）

110円）

570円）

340円）

580円）

380円）

７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７

000円

000円

000円

000円

000円

000円

000円

000円

000円

500円

800円

900円

600円

800円

700円

500円

300円

100円

200円

400円

400円

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Ｉ
Ｉ
く
く
く
Ｉ
Ｉ
ｉ
ｌ
ｌ
く
Ｉ

199,

175,

035,

965,

818、

706,

634,

574,

516,

421,

387、

364,

341,

319,

304,

287,

277、

255,

246,

239,

233、

、
、
、

訓
Ⅱ
Ⅱ
イ
Ⅱ
２
△
刊
Ⅱ
日
争
別
Ⅶ
判
Ⅱ
Ⅲ

二二

二二

長

事
号
号
号
号
号
号
号
号
号
号
号

検
号
号
号
号
号
号
号
号
号
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０

他
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２

の
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事

そ
検
検
検
検
検
検
検
検
検
検
検
検
検
検
検
検
検
検
検
検

=＝

＝

二二

＝＝

二二

:＝＝

弓＝＝

＝＝

:＝二

＝＝

＝二

:＝＝

＝＝

二二

ﾆニニ

;二二

三二二

＝＝

＝＝

ﾆニニ

＝＝

(平成30年1 1月30日法律第86号による改正後の金額）

オ定年延長後の検察官の俸給等に関する規定を第5条とする理由

後記のとおしj 、本改正に伴って検察官俸給法についても原始附則を整

理し、検察官俸給法附則第6条及び第7条を肖llるとともに、 本目llと通L

条名となっている原始附則を独自の条名〃)も(ﾉ)に改y)る

そ’ て、附則に規定する事項は、当該法令の施行期日、当該法令の各
規定の適用関係、当該新しい法令の制定に伴う既存の法令についての改

廃規定などであり、その規定の順序については、当該法令の施行期日に

関する規定が最初に置かれることは決まっており、経過規定の後に既存

創れることもまず変わらないとされているが、
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ては、当該法令の性格及びその中での当

性が認められるとされている（法制執務

法制執務（第二版)」 27 ()頁)。

改正によって新たに設けるのは定年延長

措置の規定であり、前記の附則の規定の

、同規定を、同じく経過措置を規定する

正検察官俸給法附則第4条）の次条とな

条に定めることに支障はないものと考え

これら以外の規定の順序については、

柔軟

ヅク

ー部

経過

れば

（改

該規定の重要性などにより

研究会編「新訂ワークブ

この点､跨般の俸給法の

後の検察官の俸給に関する

順序に関する考え方に鑑み

検察官俸給法附則第1 （〕条

ろ、改正検察官俸給法附則ろ、改正検察官俸給法附則第5

られる。
＞

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

第四条検察官は､刑事について、公訴を行い､裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、

裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と

認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の

法令がその権限に属させた事務を行う。

第六条検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。

②検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は､刑事訴訟法の定めるとこ

ろによる。

○検察官の俸給等に関する法律（昭和23年法律第76号）

第一条検察官の給与に関しては、検察庁法（昭和二十二年法律第六十一号）及びこの

法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員

の給与に関する法律（昭和二十四年法律第二百五十二号）第一条第一号から第四十二

号までに掲げる者の例により、一号から八号までの俸給を受ける検事及び第九条に定

める俸給月額の俸給又は一号若しくは二号の俸給を受ける副検事については、一般職

の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）による指定職俸給表の適

用を受ける職員の例により、その他の検察官については、一般官吏の例による。ただ

し、俸給の特別調整額、超過勤務手当、体日給、夜勤手当及び宿日直手当は、 これを

支給しない。

2 次長検事及び検事長には、一般官吏の例により、単身赴任手当を支給する。

3寒冷地に在勤する検事長には、一般官吏の例により、寒冷地手当を支給する。

第二条検察官の俸給月額は、別表による。

附則

第h条 一Lｿ'法律は、 公府! (/) ' 1か『 、 ニオlを施f l寸る

第,､条 ~. "l i去傑仏'暁だ､二 l_る俸給ヱ(ﾉ)他ﾛ)給与 （旅費を除､ )は、 IIHIsI I I MI- l l

| | ( iIMMI て オ崎支爺｛! -1Z

2 1IHTl l l il ll l l lソ伐1 、( - 史楡さオ ｜ ,棒if! z【ﾉ)仙ノ'縮与lj 、 l引'1 1fj '規定i - J､ ( '

支給さｵ'る ：き俸給ぞ(7)他(ﾉ)給ﾙ |の内払とみなしニオ'を超える額(退職手判胸ド死吐
賜金､ ‐ ′ ､,ｿ』を割,分〃'金額劣除く ) (j､所得税法（昭ll 1 (:|:似､律第 | t号) J) i"
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l#につい-ては、 |司法第- | 八条第一項第fl号の給与とみなす

第七条検察官J)俸給等Lﾉﾉ応急的措置に閨する法律（昭fl l l 年法犀第'‘、 | k号リ 1典、

これを廃||する
第へ粂 この法律(ﾉ)規定は、国家公務員隆"’如何なる条項をも廃IIL ,若|Lくは修止IL .

又はこれに代わるも”ではない

第九条畠'1検事ﾘ)俸給月額は､特別")もtﾉﾂに限ﾔﾘ 、当分(/)間第条(7)規定にかかｵ〕らず、

六’二万1四千|j'1とすることができる

第｜条検察官【ﾉ)俸給等に関寸る法律等の部を改IEする法律(平成 ｜ |几|年法律第渦号）

附則第一条ただl書に規定する規定(ﾊ施行ﾘ)Hから!+;成 | ･太年三月二| Hまで〔ﾉ）

間‘こおいては、検察官に対する俸給'/)支給に当たっては、俸給月額（検察自の俸給等に

関する法律の部を改IIごする法律いド成’七年法律第百’ 八号）附則第二条の規定によ

る俸給を含む）から、 当該俸給蝿に次の各号に掲げる検察官d,|犬分に応じ当該各号
に定y)る割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる

検事総長百分の ｜

－ 東京高等検察庁検事長百分J) |h

三次長検事及びそり)他の検事長百分Iﾉ） ｜ ・

IILI 号から|1'LI号までの俸給を受ける検事及び前条に定める俸給11額ﾉ)俸給又は

号から九号までIﾉj俸給を受ける畠ll検事 百分(/)jL･ 七上

fi l l'号から ｜ 号までの俸給を受< |る検事及び｜号から| '[､号までびり俸給を受! 1

る副検事百分のLo LL

点 I L号Lﾉ)俸給を受(1る副検事 ｜可分(ﾉ)IJLI o LL

2 前喧(7)規定によl)俸給')支給に当たって減ずることとさｵlる額を算定する場合にお

いて、 当該額に l 'l米満U)端数を牛［たときは、 こｵ1をU｣ < ｣捨てるもしハと-3-る

:； 前喰に定める#,(/)(ﾉ)ほか、第埴ﾘ)規定の適川に関l必要な事項は政令で定ywる
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第3改正国家公務員法及び改正一般職給与法において手当てされ
る事項について

1 検察官につき定年前再任用短時間勤務制を導入しないことについて

(1) 前提

一般職の国家公務員については、定年前再任用短時間勤務制が導入され
る（改正国家公務員法第60条の2) ところ、 この制度は職員の任命等に
関する規定であることから､仮に検察官においてかかる制度を導入する
場合には、検察庁法において特例を設ける必要がある。

用短時間勤務制を導入しない理由につい察官につき定年前再任(2) 尺

て

検察官については、検察庁法第4条及び第6条により、全ての検察官
が、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁
判の執行を監督し､いかなる犯罪についても捜査をすることができると

されており、 この検察事務が検察官の本来的事務である。

このような検察権については、個々の検察官に属するものであって、

法務大臣等が有する権限を個々の検察官が分掌するものではなく、検察
権が個々の検察官に属していることから、一人一人が独立した官庁と位置
付けられており、 この点が他の一般職の国家公務員の権限行使と根本的に

異なる。

すなわち、検察官は、 自己に割り当てられた検察事務を、 自己の名にお

いて、また、 自己の責任において処理するという職務を果たさなければな

らない（伊藤栄樹著「新版検察庁法逐条解説」 56頁)。

そして、検察官が行う検察事務は、犯罪の捜査、公訴の提起、刑事裁判

における訴訟活動が主なものであり、 このような事務を自己の責任におい

て行うことと週の一部のみ勤務する、一日のうち限られた時間のみ勤務す
るということは整合しない（例えば、 自らが担当する事件の勾留中の被告

人について、保釈決定がなされた場合、夜間や休日であることを理由に釈

放するか、保釈決定を争うために準抗告するかの判断を先延ばしし、身柄

拘束を継続することは許されない｡)。

したがって、他の一般職の国家公務員に導入される定年前再任用短時間

勤務制については、検察庁法における検察官の職務と整合しないため、検

察官に定年前再任用短時間勤務制は導入しない(現に､検察官については、

他の一般職の国家公務員とは異なり再任用短時間勤務制は導入されていな

い｡)。
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(参照条文）

） 検察庁法（昭和22年法律第61号）

第四条検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且
つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上
必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者と

して他の法令がその権限に属させた事務を行う。

第六条検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。

②検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定めると

○

ころによる。
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2検察官につき国家公務員法第S1条の2第3項と同様の規定を設ける必要

はないことについて

(1) 国家公務員法第81条の2第3項の趣旨及び内容について

改正国家公務員法第81条の2第3項は、管理監督職勤務上限年齢によ

る降任等を行うに当たって任命権者が遵守すべき基準に関する事項その他

の他の官職への降任等に関し必要な事項は人事院規貝ljで定めることとされ

ている。

これは、管理監督職勤務上限年齢制が公務能率を損なうことなく実施さ

れるためには、管理監督職勤務上限年齢に達した後の職員が引き続き意欲

を持って、それまで培ってきた能力及び経験を発揮していくことを担保す

ることが制度上求められることから、管理監督職勤務上限年齢による降任

等をして就ける官職については、国家公務員法第58条（昇任、降任及び

転任）の原則によるほか、平等取扱いの原則、能力。実績による人事管理、

職員の身分保障、職員の能力。経験の活用等の観点を踏まえ、人事院規貝リ

で定める任命権者が遵守すべき一定の基準及び手続にのっとり行うものと

されたものである。

そして、人事院規貝Iにおいては、管理監督職勤務上限年齢による降任等

をされる職員と60歳以降も引き続き非管理監督職にとどまる職員の間、

管理監督職勤務上限年齢による降任等をされる複数の職員との間、管理監

督職勤務上限年齢による降任等をされる職員と管理監督職勤務上限年齢に

よる降任等の特例を適用される職員の間の公平性を確保し、他の職員の昇

任機会の確保に留意しつつ、管理監督職勤務上限年齢による降任等をされ

る職員のポストができる限り下がらないような配置に努めること、職員の

意向も踏まえ能力。経験を十分に活用できるポストに任用すること等の観

点からの基準を設け、任命権者が管理監督職勤務上限年齢による降任等を

行う際に行うべき手続（例：人事異動通知書の交付）を定めることを想定

しているとされている。

(2) 検察官について同様の規定を設ける必要がないことについて

検察官については、管理監督職勤務上限年齢制を導入することは制度上

できない（そのため、改正国家公務員法第81条の2第3項も検察官に適

用されることはない｡)。

ただし、管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みとして、改

正検察庁法第9条第1項及び第10条第1項において、 63歳に達した検

事について検事正及び上席検察官に充てることができる者から除くことと

しつつ、同法第20条第2項及び第22条第2項において、次長検事及び
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検事長が63歳に達したときは、その翌日に検事に任命されるものとした
上で63歳に達した者は次長検事又は検事長に任命することができないこ

ととするところ、そもそも検察官については、職制上の段階がなく、降任

等を観念し得ない上、管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組み

においては、 63歳以降、いずれも検事という同一の官とするものであっ

て､検事正及び上席検察官が63歳に達したことによりいわゆる｢平検事」

とされた場合や､次長検事及び検事長から検事に任命された場合の検事と、

それ以外の検事との間の公平性を確保する必要はなく、また、それらの者

について補職されるポストについても法律上その上下は観念されず、 さら

に､それらの者はいずれも検察権という同一の権限を行使する検事として、

能力・経験を活用することは同じであって、 これらに関する基準を定める

必要もない。

また、検察官における管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組

みにおける手続については、現在においても、例えば検事正からいわゆる

「平検事」 とされる場合等において行われているところであり、改めて手

続等を定める必要もない。

したがって、検察官について、改正国家公務員法第81条の2第3項と

同様の規定を定める必要はない。

(参考）検察官の給与に関する事項について

検察官の給与に関して、仮に必要な事項が生じた場合には、検察官の俸給等に
関する法律第3条に規定される準則によって定められることとなるため、法律上

の手当は不要である。

（参照条文）

○検察官の俸給等に関する法律（昭和23年法律第76号）

第三条法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給与に関する事項について必要な準

貝l｣を定め、 これに従って各検察官の受くべき俸給の号等を定める。

2 （略）
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e検察官につき国家公務員法第S1条の4と同様の管理監督職勤務上限年齢
制の適用除外規定を定める必要はないことについて

(1) 臨時的職員等への適用除外規定について

改正国家公務員法第81条の4においては、管理監督職勤務上限年齢制

について、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員に

は適用しないこととされている。

検察官につき同様の規定を設ける必要がないことについて(2)

検察官については、管理監督職勤務上限年齢制を導入することは制度上

できない（そのため、国家公務員法第81条の2第3項も検察官に適用さ

れることはない｡）が、管理監督職勤務上限年齢制を踏まえた仕組みを導入

するところ、検察官については、その身分保障の観点から （検察庁法第2

5条)、任期を定めて任命されることはなく、現に、任期が定められた検察

官は存在しない。

したがって、検察官については、改正国家公務員法第81条の4と同様

の規定を設ける必要はない。

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

第二十二条検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十

三年に達した時に退官する。

第二十三条検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執る

に適しないときは、検事総長、次長検事及び検事長については、検察官適格審査会の

議決及び法務大臣の勧告を経て、検事及び畠'|検事については、検察官適格審査会の議

決を経て、その官を免ずることができる。

②検察官は、左の場合に、その適格に関し、検察官適格審査会の審査に付される。

一すべての検察官について三年ごとに定時審査を行う場合

二法務大臣の請求により各検察官について随時審査を行う場合

三職権で各検察官について随時審査を行う場合

③検察官適格審査会は、検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りそ

の職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務大臣に通知しなければな

らない。法務大臣は、検察官適格審査会から検察官がその職務を執るに適しない旨の

議決の通知のあった場合において、その議決を相当と認めるときは、検事総長、次長

検事及び検事長については、当該検察官の罷免の勧告を行い、検事及び副検事につい

ては、 これを罷免しなければならない。

④検察官適格審査会は、法務省に置かれるものとし、国会議員、裁判官、弁護士、 日

本学士院会員及び学識経験者の中から選任された十一人の委員をもってこれを組織す

る。ただし、委員となる国会議員は、衆議院議員四人及び参議院議員二人とし、それ
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ぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。

⑤検察官適格審査会に、委員一名につきそれぞれ一名の予備委員を置く。
⑥各委員の予備委員は、それぞれその委員と同一の資格のある者の中から、 これを選
任する｡但し、予備委員となる国会議員は、それぞれ衆議院及び参議院においてこれ
を選出する。

⑦委員に事故のあるとき、又は委員が欠けたときは、その予備委員が、その職務を行
う。

⑧前七項に規定するものの外、検察官適格審査会に関する事項は、政令でこれを定め
る。

第二十四条検事長、検事又は副検事が検察庁の廃止その他の事由に因り剰員となった
ときは、法務大臣は、その検事長、検事又は畠'l検事に俸給の半額を給して欠位を待た

せることができる。

第二十五条検察官は、前三条の場合を除いては、その意思に反して、その官を失い、
職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。但し、懲戒処分による場合は、

この限りでない。
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4検察官につき管理監督職勤務上限年齢による降任等の特例と同様の規定を
設ける必要はないことについて

異動期間を延長する特例規定について(1)

改正国家公務員法第81条の5は､管理監督職勤務上限年齢制の導入によ

り、管理監督職勤務上限年齢に達した職員を一律降任又は転任することとな

るため、当該職員の職務の遂行上特別の事情があって、当該職員を異動させ

ることにより公務の運営に著しい支障が生ずる場合や、当該職員の職務の特

殊性があることや職員の年齢別構成等の事由により管理監督職にふさわし

い職員が不足していることで､管理監督職の欠員を補充できないことにより、

公務の運営に著しい支障が生ずる場合があり得ることから、異動期間を延長

する特例を定めるものである。

検察官について同様の規定を設ける必要がないことについて(2)

ア検察官については、管理監督職勤務上限年齢制を導入し得ないことか

ら、本条の適用はないところであるが、管理監督職勤務上限年齢制の趣

旨を踏まえた仕組みを導入することから、改正国家公務員法第81条の

5と同様の規定を設けることも考え得る。

しかしながら、検察官については、職制上の段階がなく、降任等が概

念し得ないことから、他の一般職の国家公務員に比してより柔軟な人事

運用が可能である。また、検察官は、定年に達した時に退官することと

されているため、同時期に一斉に退官することとはされていない。 さら

に、管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえて導入する仕組みにおけ

る異動時期は誕生日を基準としていることから、一斉に異動することに

もならない。

このように、検察官については、適切な時機に異動を前倒しするなど

することが容易であって､異動により補充すべきポストが一斉に生じる
ことにもならないことから、現在も国家公務員において導入されている

定年による退職の特例（国家公務員法第81条のS)に相当する規定も

置かれていない。

イ したがって、改正検察庁法第9条第1項、第10条第1項、第20条

第2項及び第22条第2項により管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏

まえた仕組みを導入したとしても、それにより公務の運営に著しい支障

が生じるなどの問題が生じることは考え難く、検察官については、改正

国家公務員法第81条の5と同様の規定を設ける必要はない。
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(参照条文）

） 国家公務員法（昭和22年法律第120号）

第八十一条の三任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべき
こととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特

別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分

な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日か
ら紀筧して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるた

○

な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日か

ら起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるた

め引き続いて勤務させることができる。

②任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合に

おいて、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、人事院

の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その

期限は､その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
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5処分説明書の交付について

管理監督職勤務上限年齢制による降任等に際しての処分説明書の交付(1)

について

管理監督職勤務上限年齢制の導入に伴い、国家公務員法第89条が改正

されることとされ、管理監督職勤務上限年齢制の適用による他の官職への

降任等に伴う降給及び他の官職への降任等に該当する降任の際に処分説明

書の交付を要しないこととされた。

検察官について特例を設ける必要がないことについて(2)

ア検察官について、国家公務員法第89条は適用されるところ、検察官

には降任及び降給の概念はない上、管理監督職勤務上限年齢制の適用は

ないことから、本改正についての影響はない。

イただし、改正国家公務員法第89条は、 「職員に対し、その意に反し

て、降給（他の官職への降任等に伴うものを除く。 ） 、降任（他の官職

への降任等に該当するものを除く。 ） 、休職若しくは免職をし、その他

これに対し著しく不利益な処分を行い、又は懲戒処分を行おうとすると

きは、その処分を行う者は、その職員に対し、その処分の際、処分の事

由を記載した説明書を交付しなければならない。 」 と定めるところ、新

設する検察庁法第22条第2項において、次長検事及び検事長は、 63

歳に達したことにより検事に任命されるものとされることから、同項に

より検事に任命する際に処分説明書の交付を不要とする特例を設ける必

要があるかが問題となり得る。

ウ この点、新設する検察庁法第22条第2項は、次長検事及び検事長を

検事に任命するところ、それぞれ別の「官」であることから、次長検事

及び検事長が検事に任命されることにより、次長検事及び検事長の「官」

としては免ぜられることとなる。

しかしながら、免職とは、職員をその意に反して退職させることとさ

れ、退職とは、失職の場合及び懲戒免職の場合を除いて､職員が離職す

ることとされているところ、いずれにせよ職員としての身分を失う場合

であり、次長検事及び検事長を検事に任命する場合のように検察官相互

に「官」を転ずる場合には職員としての身分を失うこととはならないた

め、改正検察庁法第22条2項による検事への任命は改正国家公務員法

第89条における「免職」には該当しない。また、検察官においては、
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職制上の段階は導入されておらず、降任等は観念されないことから、検

察庁法第22条第2項により検事に任命されることについては「著しく

不利益な処分」 とはいえない。

したがって､改めて処分説明書を不要とする特例を検察庁法上に定める

必要はない（なお、改正検察庁法第9条第1項又は第10条第1項により

検事正又は上席検察官に充てられる者から除かれることについては､降任

等に該当しないことはもちろんのこと、 「官」を失うものでもないことか

ら、処分説明書の交付については問題とならない。 ） 。

（参照条文）

○国家公務員法（昭和22年法律120号）

第三十四条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

一 （略）

二昇任職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属す

る官職に任命することをいう。

三降任職員をその職員が現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属す

る官職に任命することをいう。

四転任職員をその職員が現に任命されている官職以外の官職に任命することであ

って前二号に定めるものに該当しないものをいう。

五～七 （略）

② （略）

第七十五条 （略）

②職員は、人事院規則の定める事由に該当するときは、降給されるものとする。

第八十九条職員に対し、その意に反して、降給し、降任し、休職し、免職し、その他

これに対しいちじるしく不利益な処分を行い、又は懲戒処分を行わうとするときは、

その処分を行う者は、その職員に対し、その処分の際、処分の事由を記載した説明書

を交付しなければならない。

②。③ （略）

○人事院規則11－10

第一条職員（給与法第六条第一項の俸給表（以下「俸給表」 という。 ）のうちいずれ

かの俸給表（指定職俸給表を除く。 ）の適用を受ける者をいう。以下同じ。 ）の降給

については、別に定める場合を除き、 この規則の定めるところによる。

第三条降給の種類は、降格（職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の俸給表

の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。 ）及び降号（職員の意に反して、

当該職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。以下同じ。 ）

とする。

○人事院規則8－12
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第四条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると
による。

一～八 （略）

九退職失職の場合及び懲戒免嘩の場合を除いて､職員が離職することをいう。

当該各号に定めるところ

十免職職員をその意に反して退職させることをいう。

(略）十一～十三

’

I

’

I

I

髄



6 出向者に対する調整額の支給について

(1) 改正一般職給与法附貝|｣第13項について

新設される一般職給与法附則第13項は、例えば、管理職であった職員

が地方公共団体等に出向し、特定日以降、非管理職員として採用された場

合など、 60歳到達時点で管理監督職勤務上限年齢制の対象とはなってい

ない職員について、管理監督職勤務上限年齢により降任等された職員と同

様に管理監督職勤務上限年齢調整額（以下「調整額」 という。 ）を支給す

る必要があると考えられる場合を予定しているとされている。

同項で規定される人事院規則の詳細は現時点では定かではないが、同項

は、 このような職員については、地方公共団体等に出向した間について再

計算（出向せずにそのまま国家公務員管理職として勤務していたと仮定し

た場合の級号俸）を行い、算出した額を改正国家公務員法附則第10項か

ら第12項の規定に準じて支給する取扱いを規定するものと思われる。

(2) 検察官につき同様の規定を設ける必要がない理由について

ア検察官については、調整額を支給する必要がある者として次長検事及

び検事長を予定していることから、本項の必要性としては、例えば、検

事長が一旦辞職して他省庁等に出向し、 63歳に達した後に検事に任命

された場合が考えられるが、現実的にそのような出向等は想定されてい

ない。

また、例えば、検察官俸給法別表の検事1号の俸給を受ける検事が出

向し、 63歳に達した後に検事として復職する場合、復職時において、

出向期間中に次長検事、検事長になることを仮定した上で号俸を決定す

ることも現実的に想定されないことから、検察官に関し、本項と同様の

規定を設けることは不要である。

イなお、検事が法科大学院や他省庁等へ出向した場合について、出向等

の途中で63歳を迎え、 63歳に達した後、検事として復職した場合に

は、その復職時に号俸決定を行い、その号俸に100分の70を乗じた

額が支給されることになる（出向後、検事に復職した場合の号俸決定に

つき、一般職の国家公務員については、官職と級が連動していることか

ら、定年を迎えた後は、官職に応じた級までしか決定することができな

いが、検察官については、例えば検事正など職と号俸が連動することと

はされていないことから、仮に、出向後、検事に復職した場合には、検

察官俸給法別表の検事1号まで決定することが可能である。 ） 。
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フ現行定年後の給与に閏する規定の施行に関し必要な事項について

改正一般職給与法附則第1 5項について(1)

新設される一般職給与法附則第15項は、現行の定年である60歳を超

える職員の給与に関する規定(改正一般職給与法附貝|｣第8項から第14項）

の施行に関し必要な事項を人事院規貝|｣で定めることとされる。

検察官において同様の規定を設ける必要がないことについて(2)

検察官の俸給については、検察官俸給法において定められ、現行の定年

を超える検察官の俸給については、新設される検察官俸給法附則第6条に

おいて定める。

そして、同条の施行に関して必要な事項については、検察官俸給法第3

条第1項が、 「法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給与に関する事

項について必要な準則を定め、 これに従って各検察官の受くべき俸給の号

等を定める。 」 と規定することから、法務大臣が定める準則において定め

ることができる。

したがって、改正一般職給与法附則第15項と同様の規定を改めて設け

る必要はない。

（参照条文）

○検察官の俸給等に関する法律（昭和二十三年法律第七十六号）

第三条法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給与に関する事項について必要な準

則を定め、 これに従って各検察官の受くべき俸給の号等を定める。

2前項に規定する準則は、法務大臣が内閣総理大臣と協議して、 これを定める。
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第4国家公務員退職手当法の検察官への適用関係について

1 国家公務員退職手当法の検察官への適用について

国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）第2条により、国家

公務員で常時勤務に服することを要する者は原則として同法の対象となる

ことから、検察官についても同法に基づいて退職手当が支給される。

2 国家公務員退職手当法の改正による検察官への影響について

国家公務員退職手当法の改正による検察官への適用関係については、同法

附則第27項､第29項及び第30項において手当がなされることとされて

おり、別途規定を設ける必要はない。

(参照条文）

） 国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）

第二条この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員

（国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第八十一条の四第一項又は第八十一

条の五第一項の規定により採用された者及びこれらに準ずる他の法令の規定により採

用された者並びに独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第四項に規

定する行政執行法人（以下「行政執行法人」 という。 ）の役員を除く。以下「職員」

という。 ）が退職した場合に、その者（死亡による退職の場合には、その遺族）に支

給する。

2職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、
職員とみなして、 この法律の規定を適用する。

○

職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、

職員とみなして、 この法律の規定を適用する。
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且

第5国家公務員法等の一部を改正する法律（仮称）附則について

1 附貝|｣第2条（準備規定）関係

(1) 附則第2条について

附則第2条は、 「改正後の国家公務員法（中略）第60条の2，第8

1条の2から第81条の7までの規定の円滑な実施を確保するため、任

命権者（中略）は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を

行うものとし、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、任

命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講じるものと

する｡」 と定める。

この規定は、一般職の国家公務員における管理監督職勤務上限年齢制

及び定年前再任用短時間勤務制の導入に伴うものであるところ、

①任命権者においては、 60歳超の職員の能力及び経験の活用に向け

たポストの整理､管理監督職勤務上限年齢に達した職員及び定年前再

任用短時間勤務を希望する職員の配置方針の決定

②人事院においては、管理監督職勤務上限年齢制や定年前再任用短時

間勤務制を実施していくための細目的な規定の整備等を含めて制度

の体系を完成させること、制度の周知徹底及び適正な運用を確保する

ための指導。調整、各任命権者が再任用制度に対応した人事管理計画

を策定するに当たっての指導。助言、情報提供・意思把握を行うため

の規定の整備

③内閣総理大臣においては、各任命権者に対する取組促進の働きかけ、

各任命権者における運用方針。計画等の調整

といった準備を行う必要があると考えられることから定められるもの

である。

(2) 検察官についても同様の規定を設ける理由

検察官については、前記のとおり、他の一般職の国家公務員において

導入される定年前再任用短時間勤務制や管理監督職勤務上限年齢制は

導入しないものの、改正検察庁法において、管理監督職勤務上限年齢制

の趣旨を踏まえた仕組みを導入するとともに、情報提供・意思確認の制

度を導入することとしている。

この点、検察官については、定年前再任用短時間勤務制を導入しない

ものの、定年を延長し、管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕

組みを導入することから、その範囲においては他の一般職の国家公務員

における任命権者と同様の準備が必要であると考えられる上、情報提
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供・意思確認については、改正検察庁法附則第4条において、法務大臣

が定めることとしている。

また、検察官についても、一般職の国家公務員である以上、人事院及

び内閣総理大臣の権限に応じてなされる連絡。調整は必要と考えられる。

したがって、検察官についても同様の規定を設けることとする。

(3) 準備の実施主体を法務大臣とする理由

、他の一般職の国家公務員では任命権者とさ準備の実施主体について

れているが、検察官については、以下の理由から法務大臣とする。

すなわち、検察官については、検事総長、次長検事及び検事長の任命

権者は内閣、それ以外の検察官については法務大臣とされる。一方、そ

の補職については、法務大臣が行うこととされている（検察庁法第16

条） ところ、今回準備として行うこととされている事項((1)①参照｡）

鮮藤鮮麗駕膿蕊鮮麗軽隠舞
る。

また、検察官の任命及び補職について委任は行われていないから、他

の一般職の国家公務員のように、委任に言及する必要はない。

したがって、準備の実施主体を法務大臣とする。

且附則第ABC-1条第1項（見直し規定）関係

附則第ABC-1条第1項について

附則第ABC-1条第1項は、 「政府は、国家公務員の年齢別構成及

び人事管理の状況、民間における高年齢者の雇用の状況その他の事情並

びに人事院における検討の状況に鑑み、必要があると認めるときは、新

国家公務員法（新裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む｡）

又は新自衛隊法に規定する管理監督職勤務上限年齢又は定年前再任用
短時間勤務職員に関連する制度について検討を行い、その結果に基づい

て所要の措置を講ずるものとする｡」 と定める。

本項は、将来的に、職員の年齢別構成や各府省における人事管理の実

情が変化することに伴って新陳代謝の必要性の程度が大きく変わるよ

うな場合には、管理監督職員の範囲、管理監督職勤務上限年齢について

適切に見直さなければ、かえって円滑な人事管理に支障を生ずるおそれ
があることなどから定められる。

このようなおそれは、改正検察庁法第9条第1項及び第10条第1項

の改正並びに第20条第2項及び第22条第2項の新設により管理監

(1)
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に

〔

督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みを導入する検察官につい

ても異なるものではなく、同仕組みに関連する制度についても、適切な

見直しが必要である。

(2) 附則第ABC-1条第1項の修正案について

附則第ABC-1条第1項は、一般職の国家公務員以外に関して規定

される管理監督職勤務上限年齢制等に関連する制度もその対象として

いるところ、一般職の国家公務員である検察官に関して定める検察庁法

における同様の制度についても、同項においてその対象とするのが相当

であると考えられる。

， そして、現在の附則第ABC-1条第1項においては、 「新国家公務

員法（中略）に規定する管理監督職勤務上限年齢（中略）に関連する制

度」 と定めるところ、改正検察庁法第9条第1項、第10条第1項、第

20条第2項及び第22条第2項に定める管理監督職勤務上限年齢制

の趣旨を踏まえた仕組みに関する制度についてもその対象とするため、

「新国家公務員法（中略）に規定する管理監督職勤務上限年齢（中略）

に関連する制度」の下に、 「(年齢が六十三年に達した検察官の任用に関

連する制度を含む｡)」 との文言を加える。

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

第十五条検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天

皇が、 これを認証する。

②検事は、一級又は二級とし、副検事は、二級とする。

第十六条検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、 これを補する。

②畠ll検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。
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児

第6検察庁法及び検察官俸給法の原始附則の整理について

1 対応方針

今般の検察庁法及び検察官俸給法の改正に伴い、各原始附則につき、既に

実効性を喪失したものを削'1 、現在､本則と通iL条名となっている附則を独

自の条名0)附則‘に改織る。

2検察庁法について

別添1のとおり、原始附則(/)うち附則第33条及び第36条以外を削り、

附則第33条及び第36条を改正検察庁法附則第1条及び第2条とし、検察
庁法改正に伴う経過規定及び情報提供｡意思確認制度に閨する規定を改正検

察庁法附則第3条及び第4条とする。

なお、検察庁法施行令第3条で検察庁法附則第34条及び第35条を、検

察庁法施行令第4条で検察庁法附則第40条をそれぞれ引用しているが、い

ずれも、既に効力を失った条文であり、検察庁法附則第34条、 35条及び

4（)条を削ることに支障はない。

3検察官俸給法について

別添2のとおり、原始附則/) .うち附則第6条ﾉ此び第7条を削し) 、附則第5

条及び第8条から第1 （)条までを改正検察官俸給法附則第1条から第4条

とし、定年延長後の検察官の俸給等に関する規定を改旺検察官俸給法附則第
、『徹

5条とする。

なお、検察官俸給法附則第6条及び第7条は、既に効力を失った条文であ
り、削ることに支障はない。
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別添1

検察庁法附則第33条から第42条について

○検察庁法附貝|｣第33条から第42条僥34条､第35条第37条から第』2条

までを肖'｣る）

－－ー一一一一一一両マーー－ヨ ー医一一一一一一一－①～

|暑三､ この法律は、 日本国憲法嗣子の日から、これを掴了する。
この法律緬了前、従前の検事総長又は大審院検事のした事件の受理その他

これを検事総長又は最高検察庁の検事のした事件の受理その他の行為とみ

第三十四条

の行為は、
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検察庁の検事､検事正又は地方検察庁の検事のした事件の受理その他の行為とみなす6

第三十五条この法律堀丁前、従前の検事総長又は大審院検事にあててされた事件の送

致その他の行為は、これを検事総長又は最高検察庁の検事にあててされた事件の送致

その他の行為とみなし、従前の検事長、控訴院検事、従前の検事正又は地方麦畔|j所検

事若しくは区麦畔I所検事にあててされた事件の送致その他の行為は、これをそれぞれ

政令で定める検事長、高等検察庁の検事、検事正又は地方検察庁の検事にあててされ

た事件の送致その他の行為とみなす6

第三十六条法務大臣は、当分の間、検察官が足りないため必要と認めるときは、区検

察庁の検察事務官にその庁の検察官の事務を取り扱わせることができる。

第三十七条裁判所構成法による検事たる資格を有する者は、第十八条及び第十九条の

1

l
l

規定の適用については､その資格を得た時に司法修習生の修習を終えたものとみなすも

この法律施行の際現に弁護士たる資格を有する者で弁護士の在職年数がこの法律施行

後において三年に達する者についてその三年に達した時も同様とする。

2 この法律施行前弁護士試補として一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経た者又

はこの法律施行の際現に弁護士試補たる者で一年六箇月以上の実謝修習を終え考試を

経たものは、前項の規定にかかわらず、その考試を経た時に司法修習生の修習を終え

たものとみなす6

弁護士たる資格を有する者が、朝鮮弁護士令（昭和十一年制令第四号)、台湾弁護士3

令（昭和十年律令第七罰又は関東州弁護士令（昭和十一年勅令第十六号）による弁

護士（以下外地弁護士と称する｡）の職に在ったときは、第十八条の規定の適用につい

ては、外地弁護士の在職の年数が三年以上になるもの又は外地弁護士及び弁護士の在

職の年数が通じて三年以上になるものは、その三年に達した時、朝鮮弁護士令による

弁護士試補として一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経たものは、その考試を経

’ た時に、それぞれ司法修習生の修習を終えたものとみなす6
I



別添1

第三十八条 裁判所構成法による検事若しくは判事の在職又は同法による検事たる資格

を有する者の司法省各局長、司法省調査部長、司法省調査官、司法書記官、司法研究

所指導官、司法研究所事務官、司法省参事官、少年審判官、領事官、朝鮮総督府検事、

朝鮮総督府判事、台湾総督府法院検察官、台湾総督府法院判官、関東法院検察官、関

東濁り完判官、南洋庁検事若しくは南洋庁判事の在職は 第十九条第一項第一号の規定、

の適用については、これを二級の検事の在職とみなす6

第三十八条の二弁護士となる資格を有する者が、琉球諸島及び大東諸島に関する日本

国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生前に沖縄に適用されていた法令(以下｢沖

縄法令」 という｡） の規定による検察官、裁判官又は弁護士の職にあったときは、 その

在職の年数のうち沖縄法令の規定による弁護士となる資格を得た後の在職の年数で通

算して二年を経過した後のもの（沖縄法令の規定による弁護士となる資格を得た後の

在職の年数が通算して二年を経過する前に、司法修習生の修習と同一の修習課程を終

えた者にあってはその修習課程を終えた後の在職の年数､弁護士となる資格を得た者

にあってはその資格を得た後の在職の年数）は、第十九条第一項第一号の規定の適用

については、二級の検事の在職の年数とみなす6

2沖縄法令の規定による琉球上訴検察庁事務局長、琉球高等検察庁事務局長又は琉球

政府法務局の部長室長若しくは訟務官の職にあった年数は、前項の規定の適用につ

いては、辮亀法令の規定による検察官の職にあった年数とみなす6

且沖縄法令の規定による裁判所調査官､琉球上訴裁判所事務局長又は琉球高等麦畔I所

臺濫局長の職にあった年数は､第=項の規定の適用については、洲縄法令の規定によ

る裁判官の職にあった年数とみなすもただし、裁判所調査官については、司法修習生

の修習と同一の修習課程を終えた者の当調修習課程を終えた後の年数に限る。

第三十九条第十八条第二項第二号中二級官吏とあるのは、奏任文官を、第十九条第一

項第四号中一級官吏とあるのは、勅任文官を含むものとする。

第三十九条の二榊亀法令の規定による琉球政府又は市町村の職員であった者は、第十

八条第二項第二号の規定の適用については、公務員の職にあった者とみなすb

第四十条この法律施行の際奏任の検事で現に控訴院検事又は地方裁判所検事若しくは

区裁判所検事の職に在る者は、別に辞令を発せられないときは、検事に任ぜられ、二

級に叙せられ、且つ、それぞれ政令で定める高等検察庁又は地方検察庁の検事に補せ

られたものとする。

第四十一条 この法律施行の曉見に書記長若しくは裁判所書記の職に在って検事局に属

する者又は検察補佐官の職に在る者は、別に辞令を発せられないときは、現に受ける

号俸を以て検察事務官に任ぜられ､奏任又は二級の者は、二級に、判任又は三級の者

は、三級に叙せられたものとする。
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第四十二条政令で特別の定をした場合を除いて､他の法律中「検事を｢検察官」に、

｢管轄裁半l所ﾉ検事」を「管車誌畔1所二対応ｽﾙ検察庁ﾉ検塞官」に改める。

1概要

検察庁法(昭和22年法律第61号）の原始附則のうち､既に実効性を喪失した第3

4条、第35条、第37条から第42条までを削{ ' 、第33条及び第36条')条名を附

則独自の条名に改")るとともに､今般の検察庁法の改正に伴う経過規定及び改正国家公

務員法附則第20条に対応する'|箒艮提供｡意思､擬制度を規定する附則り)条文を新設す

る改正を行う。

2改正の趣旨及び内容

検察庁法の原始附則の構成

検察庁法の原始附員l1は、第

条の2及U第39条の2は、

第

条の2及U第39条の2は、

(1)

第38

: （昭和

条から第42条で構成されているところ、33条

沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律（昭和

46年法律第130罰により追加されたものであり、その他のものは、制定時の

ものである。

(2)規定を維持する附員リ

第33条は法律の施行時期を定める規定であり、維持することが相当であ() 、改

正検察庁法附則第1条とする。

また、第36条は、検察官の人員不足を補うため、検察事務官に検察官の事務を

取り扱わせることを可能とする時脚勺規定であるところ、現状下においても、検察

官のﾉ員は不足しており、検察官事務取扱検察事務官の存在は必要不可欠であるこ

とから、規定を維持する必要性があﾄﾉ 、改IE検察庁由j付則第2条とする。

(3) 規定を削る附則

第34条及び第35条については、旧刑訴法等の法令による検事の行為を、現行

の検察庁法で対応する検察官の行為にみなすものであり、検察庁法施行前後におけ

る行為主体の調整規定であるところ、検察庁法施行前に検察官のした行為やその行

為が含まれる事件等は、既に何らかの効果が発生する力垂封牛処理をしており、これ

らの附貝'｣を適用する場面がなく、その実効性は喪失しているため、 肖'1ることが相当

である。なお、検察庁法施行令（昭和22年政令第34号）第3条においてこれら

の附員|｣を引用しているところ、同施行令は、平成29年に最終改正（平成29年政

令第112号）がなされているが、同堀丁令第3条については、同条第2項の「司
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法大臣」を「法務総裁」と改正(昭和23年政令第39罰して以降、 「法務総劫

を｢法務大臣｣と改正しておらず､同条は既に実効性を喪失していると考えられる。

また、第37条から第40条までについては、検察庁法第18条又は第19条

（1 ．2級検事。副検事の資格要件）に関する規定であるところ、これらのI韻llの

適用対象となる者は､既に65歳を超えていることから、これらの附則を適用する

場面がなく、その実効性は喪失しているため､削ることが相当である。

さらに、第41条については、検察庁法施行時における検察事務官の号俸(別に

辞令が発せられた場合を除く｡）の適用規定であるところ、本附員|｣の対象となる者
も、既に65歳を超えているこ

は喪失しているため、削ること

加えて、第42条については

えて実効|生は喪失しているた")

とから

が相当

､他法

、削る

、本附貝Iを適用する場面がなく、その実効性

である。

令の改正規定でき)るところ、すでに役害'|を終

ことが相当である

(41 規定を熟殻する附則

今般の改正により新設1今般の改正により新設する経過規定腱〔)●|箒胤儲共・意思庵3制度に関する規定は、
整理後の原ｳ部付則に追加する

(参照条幻

検察片1劫卸合(IIHf1 122Wｾ合第3」号｝

第弓条検察庁怯第一｜ |ﾉﾘ条及び第- | f,茶(/)検事長､高等検察liv)検事、検事ll烏又は地ﾒ稚察庁',)

検事(ま､左山各号に褐fるも(〃と寸る

従前!/)検事長又{渕轄邸完検事ﾉ)lた郭牛の曼理そノ)他Iﾉ)iJ為M(=ﾉﾐ従前d嶮事長又(封揺用j制篭事

に府)ぐてさｵllた事仲ﾉ》送致そ(/》他/)l 1為につL ,て似、 i雌前(J)検事長又財ｿ呰諏j制黄事が所属’た裁

判所(ﾉ)所在地を管轄する高等裁判所に対1‘耐る高等検察庁(ﾉ械事長又は検事

従前iﾉ)検事11ざ又l ･L地方裁判lil｢椎事將L〈は|鹸畔I｢耐食事xﾉ) |た割牛(〃受理そゾ>他〔ﾉ)1]為岐()§従

帥/)検事旺又切他ﾉJ裁判所検事特1 ，は|遮裁判｢1娠事に漆,ててさｵ'た事件Lﾉ)送致そし'他ﾉ)ｲ1為に

． )いては、従前‘ﾉ)検事l l《又は地ﾉﾉ裁f|II1稚事浩［ <は|丈裁判ml唯事がljj嘱’た湖当り所t7)lilir{地を

管轄寸ろ地方裁判I11に郡t;-#る地ち検察庁（当該地ﾉ丁難ド順凧”いときば、法務総裁(7.)指定ｵｰる

地ﾉﾌﾞ検察庁） ひ)検事i l又は検事
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検察官の俸給等に関する法律附貝ll第5急､ら第10条について

○検察官の俸給等に関する法ｲ卦頤ll第5鶉､ら第10条（第6条及び第7条を削る）
一一一－一ー一一里一一一一一一一■－－ 一一一

第五条この法律は、公布の日から、 これを施行する。

第六条 この法律の規定による俸給その他の給与 (旅費を除く｡） は、昭和二十三年一月

一日に遡及してこれを支給する。

②昭和二十三年一月一日以降すでに支給された俸給その他の給与は、前項の規定によ

り支給されるべき俸給その他の給与の内払↓ ､とみなし、 これを超える額（退職手当及

び死亡賜金にかかる部分の金額を除く｡）は､所得税法(昭和二十二年法律第二十七罰

の適用については、同法第三十八条第一項五号の給与とみなす6

第七条検察官の俸給等の応急的措置に関する法律（昭和二十二年法律第六十六割は、

これを廃止する。

|;第八条この法律の規定は､国家公務員法の如何なる条項をも廃止し､若しくは修正し、

又はこれに代わるものではない。

第九条副検事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわら

ず、六十三万四千円とすることができる。

第十条検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第五

罰附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日ま

での間においては、検察官に対する俸給の支給に当たっては、俸給月額（検察官の俸

給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十八号）附貝ﾘ第三条の

規定による俸給を含迩）から、当該俸給月額に次の各号に掲げる検察官の区分に応じ

当該各号に定める害'洽を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

一検事総長百分の二十

二束京高等検察庁検事長百分の十五

三次長検事その他の検事長百分の十

四一号から十四号までの俸給を受ける検事及び前条に定める俸給月額の俸給又は－

， 号から九号までの俸給を受ける副検事百分の九。七七

’ 五十五号から二十号までの俸給を受ける検事及び十号から十六号までの俸給を受け

’ る副検事百分の七・七七
六十七号の俸給を受ける副検事百分の四。七七

!②前項の規定により俸給の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合にお

いて、当該額に一円未満の端数を生じたときは、 これを切り捨てるものとする。

,③前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
－

｜

’

’
F
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1概要

検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76農以下｢検察官俸給法」とい

う｡）の尉部付員|｣のうち、既に実効|生を喪失した第6条及び第7条を削ll 、そり)他ﾘ)附

則の条名を附則独自の条名に改釣るとともに､定年延長後の検察官の俸給等を規定する

}殻するなど”改正を行う。附則の条文を素

改正の趣旨及び内容2

(1) 検察官俸給法の原ｳ部付則の構成

検察官俸給法の原始附貝ﾘは、第5条から第10条で構成されているところ、その

察官俸給法の制定時のもの、附貝ll第9条は検うちI眼I第5条から同第8条までは検察官俸給法の制定時のもの、附貝ll第9条は検

察官俸給法の一部改正法（昭和48年法律第99号）によりj動ﾛされたもの、附則

第10条は「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成24年法律

第2号も以下｢特例法」という)」の趣旨を踏まえた検察官俸給法の一部改正法(平

成24年法律第5罰により追加されたものである。

規定を維持するI眼ll

第5条及ひ第8条については、法律の施行時期及び他の法律との関係等を規定し

たものであり、これらの附貝llI諦飼寺するのが相当である。

また、第9条は、副検事の俸給月額について、特男ﾘのものに限り、俸給法第2条

別表によらない額とすることができる旨の規定であるところ、その適用を受ける職

員が現存する上、副検事特号の存続や俸給表への組み入れの要否等については、副

検事特号を取り巻く状況の変化等を考慮しつつ検討していくべき事項であり、実効

性を喪失していないことから、規定を維持する必要性がある。

次に、第10条は、平成24年4月1日から同26年3月31日までの間（以下

「特例期間」 という｡）における検察官に対する俸給の支給に当たり、当該俸給月

額に一定割合を乗じて得た額を減じて支給することなどを定める規定であるとこ

ろ、新たに同条の適用を受けて俸給が支給される職員はいない。

しかしながら、同条は、検察官の平均給与額に関する国家公務員災害補償法の適

用の特例を定める検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年

法律第5号）第2条に引用されており、今後においても，検察官が特例期間中に公

務上の災害を受けたことにより、国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191

号）第4条第4項の規定に基づき検察官の給与額を計算する場合に適用されること

から、実効性は喪失しておらず、規定を維持する必要がある。

(2)

／戎お、 今般ﾉ)改' '4に伴い、 本

自(ﾉ 1条名に改めることか相当で

第1 （)条を附則第2条力､ら第4

と通｜粂*1 1-なっLいる附則に- ｣'､ 、 ‐は |jilHII11!

るこしから、第5条を附則第1条に、箒呂条か『，

に、 そｵlぞｵL改y)る

１
１
１
Ｊ
、
ノ

側
〈
半
夜

条
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日付け内閣法制局長官決定「法令における漢字使

とする第8条中0） 「如何なる」を「いかなる｜にとする第8条中(ﾉ）

併せて、平成22年1 1月3(）

用等について」に従い、改IE対象

改防る

改IE対象

(3) 規定を削る附負ll

第6条第1項は俸給法の遡及適用を定める規定であり、同条第2項は昭和23年

1月1日以降検察官俸給法の施行日である昭和23年7月1日までの間にすでに

支給された俸給その他の給与に関するみなし規定であるところ、いずれも既に実効

性を喪失しているため、削ることが相当である。

なお、所得税法（昭和22年法律第27号）は昭和40年法律第33号により全

部改正されているが、当該改正の際第6条2項は改正されておらず、同項は、そ

の時点で実効性を喪失していたと考えられる。

次に、第7条は、検察官d){舞合等のﾙさ急措置に関する法律（昭和22年法律第6

6号）を廃止する規定であるところ、既に実効性を喪失Lているため、削ることが

相当である

(4) 規定を新設する附則

今般の改正により新設する定年延長後の検察官の俸給等に関する規定は、整理後

d)原*鄙付則に追加する

（参照条文）

○国家公務員の給与の改定及UV瀞芋侍例に関する法律（昭和24年法律第2号）

第九条この章の規定、値行の日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下｢特例期間｣という｡）

においては､調凱謝合与法第六条第一項各号に掲fる俸給表のi圃泪を受ける職員(国家公務員法(昭

和二十二年法律第百二十号）第二条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ｡）に対する俸

給月額(弔う引一七年改正i却眼ll第1－条の規定による俸給を含み、当該職員が一般瀦絲合勇濁肘貝ll第

六項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた俸給

月額（同条の規定による俸給を含迩）をいう。以下同じ｡）の支給に当たっては、俸給月額から、

俸給月額に、当該職員に適用される次の表の上欄に掲げる俸給表及ひ祠表の中欄に掲げる職務の級

又は号俸の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める害'洽(以下｢支給減額率jという｡）を乗じて得

た額に相当する額を減ずる。

|俸給法 |職務'籾又は号俸 |豐恰
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○国家公務員法第75条第2項について

1 改正国家公務員法第75条第2項について

現行の国家公務員法第75条第2項は、 「職員は、人事院規則で定める事

由に該当するときは、降給されるものとする｡」 と定め、国家公務員の身分

保障のため、降給される場合を人事院規則により定める場合に限定してい

るところ、改正国家公務員法第75条第2項は、 「職員は、法律又は人事院

規則で定める事由に該当するときは、降給されるものとする｡」 と定めるこ

ととされ、法律で定める事由を追加することとされた。

この点、本改正については、改正国家公務員法第81条の2において規

定される管理監督職勤務上限年齢制による降任（職員をその職員が現に任

命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することを

いう。国家公務員法第34条第1項第3号｡）により降格（職員の意に反し

て、 当該職員の職務の級を同一の俸給表の下位の職務の級に変更するこ

と｡）されて給与が引下げられる場合が生じることに伴うものとされ、改正

一般職給与法附則第8項において定められる60歳超職員の給与水準の引

下げ規定についてはその射程の範囲外とされる。 【P :内閣人事局において

精査中】。

2検察庁法第25条の改正が必要ないことについて

検察官については、改正一般職給与法附則第8項に倣い、改正検察官俸

給法附則第5条第1項において、現行定年である63歳に達した検察官の

俸給を7割とするところ、前記のとおり、改正一般職給与法附則第8項に

ついては、改正国家公務員法第75条第2項の改正の射程の範囲外である。

そして、今般の検察官俸給法の改正においては、改正検察官俸給法附則

第5条第1項以外には、検察官の俸給を引き下げる規定は設けない。

したがって、改正国家公務員法第75条第2項の改正により、検察庁法

第25条は影響を受けず、検察庁法第25条を改正しない。

（参照条文）

○国家公務員法（昭和22年法律120号）

第三十四条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

二 （略）

三降任職員をその職員が現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属す

る官職に任命することをいう。

四～七 （略）



② （略）

○人事院規則11－10 1

第三条降給の種類は、降格（職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の俸給表

の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。）及び降号(職員の意に反して、

当該職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。以下同じ｡ ）
とする。

’


